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山田 久 氏

データで見る

日本の働き方の概況
社会保険労務士解説

「同一労働同一賃金」のねらいとは
北岡社会保険労務士事務所 代表
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人事・労務が知っておくべき

「パートタイム・有期雇用労働法」3つのポイント
人事・労務の検討課題とは何か

「同一労働同一賃金ガイドライン」を読み解く
実務対応

企業が今すぐ対応するべき 
 「同一労働同一賃金」実現への段取り

同一労働同一賃金
― 人事・労務が知っておくべきこと、企業が対応するべきこと ―

解  説



　
デ
フ
レ
脱
却
・
経
済
再
生
を
目
指
す
経
済
政

策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
あ
る
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
、「
大

胆
な
金
融
政
策
」「
機
動
的
な
財
政
政
策
」「
民

間
投
資
を
喚
起
す
る
成
長
戦
略
」
の
「
3
本
の

矢
」
に
よ
っ
て
持
続
的
な
経
済
成
長
を
実
現
す

る
政
策
で
す
。
特
に
、「
雇
用
・
労
働
」
の
分

野
で
は
経
済
好
循
環
の
形
成
、
企
業
の
業
績
改

善
に
よ
る
「
賃
金
の
引
き
上
げ
」
を
目
標
と
し

て
い
ま
す
。
実
際
、
２
０
１
４
年
の
春
闘
賃
上

げ
率
は
13
年
ぶ
り
に
2
％
台
に
回
復
、
さ
ら
に

翌
２
０
１
５
年
は
2
・
38
％
と
17
年
ぶ
り
の
高

水
準
を
記
録
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
２
０
１
６
年
に
な
る
と
円
安
傾
向

が
一
巡
し
、
海
外
景
気
も
下
振
れ
す
る
中
、
企

業
業
績
の
悪
化
に
対
す
る
不
安
が
強
ま
り
、
賃

上
げ
率
は
2
・
14
％
に
鈍
化
し
て
い
ま
す
。
安

倍
政
権
で
は
デ
フ
レ
脱
却
を
最
優
先
課
題
と
位

置
づ
け
て
お
り
、
賃
金
の
引
き
上
げ
に
は
高
い

プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
が
置
か
れ
て
き
ま
し
た
。

「
働
き
方
改
革
関
連
法
」
の
ひ
と
つ
と
し
て

２
０
２
０
年
4
月
に
施
行
さ
れ
る
「
パ
ー
ト
タ

イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
」
は
、「
同
一
労
働

同
一
賃
金
」
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
で
広
く
注
目

を
浴
び
て
い
ま
す
が
、
端
的
に
い
え
ば
、「
短

時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
賃
上
げ
」
を
ね
ら

い
と
し
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　
同
一
労
働
同
一
賃
金
は
、「
同
じ
職
場
で
同

　2018年6月に「働き方改革関連法」が成立し、2019年4月以降、長時間労働の

是正や有給休暇取得の義務化など、主に〝労働時間〟に関する改正が施行されてき

ました。そして、2020年4月より、働き方改革の柱のひとつである「同一労働同一

賃金」が施行されます。これは〝待遇〟に関する改正で、パートタイム労働者、有期

雇用労働者、派遣労働者と正社員（無期雇用フルタイム労働者）との間の「不合理

な待遇差」の解消を目指すものです。施行を目前に控え、人事・労務担当の方は同

一労働同一賃金の実現に向けた待遇の見直しに着手されていることでしょう。　

　その背景には、来たるべき少子高齢時代の〝労働力人口不足〟問題と、〝有期・無

期雇用労働者間の処遇格差〟があります。「賃金体系の改定」はもちろんのこと、雇

用形態にかかわらず職務を正しく評価し、働きやすい魅力的な企業を再構築する

ための「人事マネジメント」が重要になります。

　そこで、本誌では法改正の趣旨やガイドラインの概要を改めて紐解くとともに、

中長期的な視点を踏まえた企業の実務的・戦略的対応を解説します。今こそ、「同

一労働同一賃金」の本質を理解し、これを好機と捉え、新たな転換の一手としてい

くためにこの一冊をご活用いただければ幸いです。

はじめに同一労働同一賃金で
日本型雇用はどう変わる?

労働力人口減少時代におけるこれからの〝働き方〟とは
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企業にとって深刻な経営リスクとなっている人手不足。「同一労働同一賃金」の施
行によって、今後ますます「安く、簡単」に労働力を調達できる時代ではなくなっ
ていくだろう。激変する人口動態の実態を踏まえた人材活用の在り方について、

『同一労働同一賃金の衝撃』の著者である山田久氏に伺った。

国
の
経
済
政
策
と
し
て
の

﹁
同
一
労
働
同
一
賃
金
﹂

3
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じ
仕
事
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
処
遇
・
賃
金
の

格
差
を
な
く
す
」
と
い
う
も
の
で
、
現
在
の
日

本
で
は
必
ず
し
も
確
立
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
特
有
の
雇
用

慣
行
で
あ
る
年
功
賃
金
、
男
女
間
で
の
賃
金
格

差
の
現
状
、
人
件
費
増
に
対
す
る
企
業
の
懸
念

な
ど
、
労
働
問
題
の
専
門
家
か
ら
も
慎
重
論
が

聞
か
れ
る
中
で
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
を
導
入

す
る
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
か
ら

で
す
。

　
今
回
、「
働
き
方
改
革
」
の
柱
と
し
て
政
府

が
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
実
現
を
進
め
る
背
景

に
は
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
が
思
う
よ
う
に
進
ま
な

く
な
っ
た
事
情
を
受
け
て
の
政
治
的
な
ス
ロ
ー

ガ
ン
の
色
彩
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
が

一
時
的
な
流
行
と
し
て
、
企
業
側
が
政
府
に
い

わ
れ
る
ま
ま
人
事
制
度
を
変
更
し
、
や
り
過
ご

せ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
本
格
的
な
人
口
減
少
社
会
に
突
入
し
始
め
た

日
本
で
は
、
人
口
動
態
が
大
き
く
変
化
し
て
い

き
ま
す
（
下
図
参
照
）。
こ
れ
ま
で
日
本
の
労

働
市
場
は
男
性
が
働
き
手
の
中
心
で
し
た
。
中

で
も
20
代
か
ら
40
代
前
半
ぐ
ら
い
の
男
性
が

〝
現
役
世
代
〟
と
し
て
コ
ア
の
働
き
手
だ
っ
た

わ
け
で
す
。
50
代
後
半
に
な
る
と
労
働
市
場
の

中
心
的
な
存
在
で
は
な
く
、
役
員
に
な
ら
な
け

れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
補
助
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
、
日
本
型
の
雇

用
シ
ス
テ
ム
が
で
き
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
現
役
世
代
の
男
性
は
２
０
０
０

年
を
ピ
ー
ク
に
労
働
市
場
に
占
め
る
割
合
が
減

少
に
転
じ
て
い
ま
す
。
20
年
後
に
は
ピ
ー
ク
時

の
約
３
分
の
２
に
ま
で
落
ち
込
む
と
予
想
さ
れ

て
い
ま
す
。
む
し
ろ
現
役
世
代
の
男
性
は
少
数

派
に
な
っ
て
い
く
―
―
そ
の
ぐ
ら
い
の
変
化
が

訪
れ
る
の
で
す
。
現
役
世
代
の
男
性
が
「
長
時

間
労
働
を
こ
な
し
て
が
っ
つ
り
働
き
、
高
給
を

得
る
」
と
い
う
従
来
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
は
成
り

立
た
な
い
時
代
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
相
対
的
に
存
在
感
を
増
す
の
は
、
女
性
と
シ

ニ
ア
層
で
し
ょ
う
。
人
口
動
態
の
変
化
に
伴
い

働
き
手
が
減
っ
て
い
る
今
、
こ
れ
ま
で
以
上
に

女
性
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
さ
ら
に
重
要
な
働
き
手
と
期
待
さ
れ

て
い
る
の
が
シ
ニ
ア
層
で
す
。
労
働
市
場
に
お

け
る
50
代
後
半
か
ら
70
代
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
は
今

後
ま
す
ま
す
増
え
て
い
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
て

い
ま
す
。
シ
ニ
ア
層
の
実
務
能
力
や
労
働
意
欲

に
関
す
る
調
査
な
ど
か
ら
も
、
以
前
と
比
べ
る

と
相
当
若
返
り
し
て
い
ま
す
。
シ
ニ
ア
層
の
能

力
を
ど
の
よ
う
に
引
き
出
す
か
が
、
こ
れ
か
ら

の
企
業
の
人
材
活
用
で
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
る

の
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
ア
ニ

メ
の
「
サ
ザ
エ
さ
ん
」
に
登
場
す
る
磯
野
波
平

の
年
齢
は
54
歳
と
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
日
本
の
会
社
の
定
年
が
55
歳
だ
っ
た
当
時
を

本
の
時
代
の
変
化
に
迫
ら
れ
て
突
然
唱
え
ら
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
な

ど
の
待
遇
改
善
に
関
わ
る
課
題
と
し
て
以
前
か

ら
法
律
面
で
も
整
備
が
進
め
ら
れ
て
き
た
〝
古

く
て
新
し
い
テ
ー
マ
〟
で
す
。

基
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
今
の
54
歳
の
実

像
と
は
か
け
離
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
旧
態
依

然
と
し
た
感
覚
で
シ
ニ
ア
層
を
リ
タ
イ
ア
扱
い

し
て
、
労
働
市
場
か
ら
締
め
出
し
て
し
ま
う
こ

と
は
実
に
も
っ
た
い
な
い
話
で
す
。

　
働
き
手
が
多
様
化
し
て
い
く
中
、
会
社
の
戦

力
と
し
て
「
長
時
間
働
け
る
人
し
か
評
価
し
な

い
」
な
ど
と
経
営
者
や
人
事
担
当
者
が
考
え
て

い
た
の
で
は
、
事
業
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
会

社
が
決
め
た
ル
ー
ル
を
働
く
側
に
押
し
つ
け
る

の
で
は
な
く
、
短
い
時
間
で
も
成
果
を
上
げ
る

人
た
ち
を
し
っ
か
り
評
価
で
き
な
け
れ
ば
、
優

秀
な
人
材
の
確
保
、
ま
し
て
や
定
着
な
ど
望
む

べ
く
も
な
い
こ
と
で
す
。
小
さ
な
子
ど
も
の
い

る
女
性
が
活
躍
す
る
た
め
に
は
男
性
の
育
児
休

暇
取
得
と
い
っ
た
育
児
へ
の
理
解
が
必
要
で
あ

り
、
シ
ニ
ア
層
の
豊
か
な
経
験
を
生
か
す
こ
と

が
で
き
れ
ば
長
時
間
労
働
も
解
決
す
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
介
護
を
行
い
な
が
ら
も
会
社
を
辞

め
る
こ
と
な
く
仕
事
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
キ
ャ
リ
ア
も
ム
ダ
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
個
々
人
の
能
力
、
意
欲
を
引
き
出
せ

る
よ
う
な
環
境
整
備
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
同
時

に
、
働
き
方
や
雇
用
形
態
で
は
な
く
、
実
際
の

仕
事
の
内
容
で
正
し
く
評
価
さ
れ
る
同
一
労
働

同
一
賃
金
の
考
え
方
が
重
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

　
同
一
労
働
同
一
賃
金
と
い
う
考
え
方
は
、
日

　
海
外
で
は
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
導
入
が
普

通
の
こ
と
と
し
て
浸
透
し
て
い
ま
す
。
背
景
に

は
歴
史
的
に
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
考
え
方
が

受
け
入
れ
や
す
い
風
土
が
あ
り
ま
し
た
。
欧
米

の
雇
用
シ
ス
テ
ム
は
、「
ま
ず
何
か
の
仕
事
が

あ
っ
て
、
そ
こ
に
必
要
な
人
材
を
配
置
す
る
」

も
の
で
、
職
務
ご
と
に
賃
金
が
明
確
で
あ
り
、

人
種
、
男
女
、
年
齢
に
よ
っ
て
賃
金
に
差
を
つ

け
る
の
で
は
な
く
、
仕
事
内
容
に
相
応
し
た
賃

金
を
払
う
べ
き
と
い
う
も
の
で
す
。
ま
た
、
働

く
側
も
中
世
の
職
業
別
組
合
「
ギ
ル
ド
」
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
に
、「
自
分
が
何
の
仕
事
を
生

業
と
し
て
い
る
か
」
と
い
う
職
人
的
な
意
識
を

強
く
持
っ
て
い
ま
す
。

　
欧
米
で
は
産
業
別
組
合
が
組
織
さ
れ
て
い
て

数
年
に
一
度
、
使
用
者
団
体
と
交
渉
を
行
い
ま

す
。
そ
の
過
程
で
、
個
々
人
の
技
能
レ
ベ
ル
に

応
じ
た
「
報
酬
の
相
場
」「
最
低
賃
金
」
が
決

ま
り
ま
す
。
正
社
員
、
無
期
雇
用
・
有
期
雇
用

と
い
っ
た
雇
用
形
態
と
は
原
則
関
係
あ
り
ま
せ

ん
。
労
働
市
場
に
お
い
て
自
ず
と
同
一
労
働
同

一
賃
金
が
共
通
認
識
と
な
る
わ
け
で
す
。

　
日
本
の
場
合
は
、「
ま
ず
会
社
が
あ
っ
て
、

入
社
し
た
後
に
何
か
の
仕
事
を
割
り
当
て
ら
れ

る
」
と
い
う
流
れ
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
あ

る
自
動
車
メ
ー
カ
ー
で
組
み
立
て
作
業
を
す
る

現
場
労
働
者
が
別
の
会
社
で
同
じ
よ
う
な
仕
事

を
し
た
時
、
賃
金
体
系
は
会
社
ご
と
に
異
な
る

の
で
労
働
者
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
は
当
然
変

わ
っ
て
き
ま
す
。

　
２
０
２
０
年
4
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
「
同
一

労
働
同
一
賃
金
」
は
、
欧
米
型
の
〝
職
務
〟
に

応
じ
た
賃
金
体
系
へ
の
転
換
と
い
う
よ
り
は
、

正
社
員
と
短
時
間・有
期
雇
用
労
働
者
と
の
〝
不

合
理
な
待
遇
差
〟
を
是
正
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
欧
米
型
の
〝
本
来
〟

の
同
一
労
働
同
一
賃
金
を
実
現
す
る
に
は
、
ま

だ
日
本
の
雇
用
慣
行
な
ど
風
土
的
な
環
境
が

整
っ
て
い
な
い
と
い
う
背
景
が
あ
り
ま
す
。

　
日
本
型
雇
用
シ
ス
テ
ム
は
、
い
わ
ゆ
る
「
メ

ン
バ
ー
シ
ッ
プ
」
と
表
現
さ
れ
る
企
業
と
従
業

員
が
〝
疑
似
家
族
〟
的
に
長
期
継
続
的
な
関
係

に
あ
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
。
特
に
、

正
社
員
と
い
う
職
務
形
態
に
つ
い
て
は
「
無
限

定
正
社
員
」で
あ
っ
て
、「
長
時
間
働
き
ま
す
」「
転

勤
も
文
句
を
い
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
よ
う
に
、

仕
事
の
内
容
、
責
任
の
面
か
ら
も
短
時
間
・
有

期
雇
用
労
働
者
と
は
異
な
る
面
が
あ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
無
限
定
性
が
会
社
の
役
員
や

幹
部
、
特
定
の
社
員
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、

と
に
か
く
正
社
員
で
あ
れ
ば
、
一
般
の
社
員
も

求
め
ら
れ
る
と
い
う
点
で
は
世
界
的
に
見
て
も

特
殊
な
雇
用
形
態
で
す
。
日
本
で
は
、
多
く
の

男
性
が
無
限
定
正
社
員
と
し
て
労
働
市
場
の
中

核
を
占
め
る
半
面
、
女
性
が
家
庭
を
守
り
、
男

性
は
家
事
や
育
児
に
も
タ
ッ
チ
し
な
い
と
い
う

前
提
の
も
と
に
従
来
の
日
本
型
雇
用
シ
ス
テ
ム

人
口
動
態
が
変
化
す
る
中
で

存
在
感
を
増
す
女
性
と
シ
ニ
ア
層

仕
事
内
容
で
報
酬
が
決
ま
る

海
外
の
同
一
労
働
同
一
賃
金

多
数
の
無
限
定
正
社
員
を
抱
え
る

世
界
的
に
も
特
異
な
日
本
型
雇
用

賃
金
を
引
き
上
げ
な
け
れ
ば

人
材
確
保
は
難
し
い
時
代

予測実績

老齢人口（65歳～）

生産年齢人口（15～64 歳）

7,596万人
（60.0%） 6,656万人

（57.2%）

年少人口（0～14 歳）

1億1,638

▲940

万人

万人

1億2,769万人

8,877万人

1億2,671万人

1,559万人
（12.3%）

1,293万人
（11.1%）

919万人
（10.4%）

4,505万人
（50.7%）

3,453万人
（38.9%）

3,689万人
（30.3%）

3,616万人
（27.7%）
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国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（2017）」より作成

■ 〈労働供給推計の前提〉将来推計人口

日本の総人口は2030年に1
億1,638万人まで減少し、生
産年齢人口は総人口の6割
を切ると見込まれている。

短時間でも成果を上げる人たちを
評価できなければ、

優秀な人材の確保や定着など
望むべくもない

が
成
り
立
っ
て
き
た
の
で
す
。
政
府
が
労
働
市

場
改
革
の
一
環
と
し
て
掲
げ
た
「
ジ
ョ
ブ
型
正

社
員
」（
職
務
や
勤
務
地
、
労
働
時
間
な
ど
が
限

定
さ
れ
た
正
社
員
）
の
導
入
も
、
当
初
の
目
論

見
通
り
に
は
進
ん
で
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　
し
か
し
、
日
本
の
労
働
力
が
希
少
と
な
っ
て

い
く
時
代
、
安
定
的
な
経
営
を
続
け
て
い
く
た

め
に
も
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
推
進
に
手
を
こ

ま
ね
い
て
い
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
。
避
け
て

は
通
れ
な
い
課
題
で
す
。
も
っ
と
も
、
頭
で
は

分
か
っ
て
い
て
も
理
屈
だ
け
で
は
世
の
中
は
動

き
ま
せ
ん
。
日
本
に
お
け
る
同
一
労
働
同
一
賃

金
の
目
的
は
「
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
の

賃
上
げ
」
で
す
か
ら
、
実
際
に
は
企
業
側
に
も

何
ら
か
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
目
に
見
え
る
メ

リ
ッ
ト
が
な
け
れ
ば
迅
速
な
改
革
は
難
し
い
で

し
ょ
う
。

　
た
だ
し
、
経
営
者
・
人
事
担
当
者
に
考
え
て

い
た
だ
き
た
い
の
は
、
現
在
の
人
手
不
足
の
状

況
を
踏
ま
え
て
も
、
ス
ポ
ッ
ト
で
働
く
短
時
間・

有
期
雇
用
労
働
者
の
賃
金
を
引
き
上
げ
て
い
か

な
け
れ
ば
、
人
材
確
保
は
お
ぼ
つ
か
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。「
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者

の
賃
金
は
放
っ
て
お
い
て
も
引
き
上
げ
ざ
る
を

え
な
い
状
況
に
あ
る
」
と
も
い
え
ま
す
。
バ
ブ

ル
崩
壊
以
降
、
企
業
は
人
を
減
ら
す
経
営
改
善

が
求
め
ら
れ
、
人
を
調
達
す
る
こ
と
は
と
て
も
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容
易
で
し
た
。
労
働
者
を
定
着
さ
せ
る
た
め
に

尽
力
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
以
降
、
少
子
高
齢
化
の

進
展
も
あ
り
、
多
く
の
企
業
で
明
ら
か
な
人
手

不
足
が
続
い
て
い
ま
す
。
待
遇
面
を
充
実
さ
せ

な
け
れ
ば
、
人
は
集
め
ら
れ
な
い
し
、
雇
用
形

態
に
関
係
な
く
よ
い
人
材
は
囲
い
込
み
た
い
わ

け
で
す
か
ら
、
な
お
さ
ら
短
時
間
・
有
期
雇
用

労
働
者
の
待
遇
改
善
は
時
代
的
な
要
求
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
で
は
実
際
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
は
企
業
経

営
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　
例
え
ば
、
企
業
の
総
人
件
費
に
つ
い
て
、
人

口
動
態
の
変
化
に
伴
っ
て
最
も
給
与
水
準
の
高

い
働
き
盛
り
の
男
性
社
員
が
減
少
し
、
給
与
水

準
の
低
い
シ
ニ
ア
層
が
増
加
す
る
こ
と
で
、
人

件
費
は
減
少
し
や
す
く
な
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
の
点
、
長
期
的
に
み
れ
ば
、
同
一
労
働

同
一
賃
金
が
コ
ス
ト
面
で
経
営
を
圧
迫
す
る
リ

ス
ク
は
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
高
く
は
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
む
し
ろ
、
企
業
と
し
て
意
識
し
た
い
こ
と
は

人
件
費
の
増
減
で
は
な
く
、
労
働
生
産
性
の
向

上
で
す
。
人
材
の
定
着・育
成
、人
材
の
戦
力
化
、

も
ち
ろ
ん
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
付
加

価
値
を
高
め
て
い
く
こ
と
も
こ
れ
か
ら
の
経

営
・
人
事
戦
略
の
要
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
日
本
に
お
い
て
同
一
労
働
同
一
賃
金
を
導
入

す
る
先
に
期
待
で
き
る
効
果
は
、
希
少
と
な
る

労
働
力
を
確
保
し
、
戦
力
と
し
て
定
着
さ
せ
る

こ
と
、
企
業
競
争
力
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
あ

り
ま
す
。
単
に
「
賃
金
を
一
律
い
く
ら
か
プ
ラ

ス
し
て
上
げ
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
話
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
日
本
の
場
合
は
会
社
に

よ
っ
て
賃
金
体
系
・
水
準
が
異
な
る
の
で
、
大

仰
に
い
え
ば
「
賃
金
を
決
め
る
た
め
の
客
観
的

な
基
準
が
な
い
」
と
も
い
え
ま
す
。
パ
ー
ト
タ

イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
も
「
不
合
理
な
待
遇

差
を
禁
止
」
と
は
規
定
す
る
も
の
の
、「
合
理

的
な
待
遇
に
せ
よ
」
と
は
い
い
切
っ
て
い
な
い

の
で
す
。

　
企
業
ご
と
に
賃
金
体
系
が
異
な
る
日
本
の
実

情
を
踏
ま
え
れ
ば
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
と
は

具
体
的
に
ど
の
水
準
に
引
き
上
げ
れ
ば
よ
い
の

か
、
断
言
で
き
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
焦
点
と
な
る
の
は
「
働
き
手
が
納
得
す
る

か
ど
う
か
」
に
な
り
ま
す
。
働
き
や
す
さ
、
や

り
が
い
、
正
社
員
へ
の
登
用
制
度
と
い
っ
た
将

来
に
向
け
た
ビ
ジ
ョ
ン
、
専
門
ス
キ
ル
の
習
得

な
ど
、
働
き
手
の
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ー
ズ
に
応
え

て
い
く
こ
と
も
、
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者

の
待
遇
改
善
に
向
け
た
有
意
義
な
取
り
組
み
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法

で
は
正
社
員
と
短
時
間
・
有
期
労
働
者
の
間
で

の「
均
衡
待
遇
」を
求
め
て
い
ま
す
。
つ
ま
り「
待

遇
の
公
平
性
」
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
公
平
性
と
は
特
定
の
時
点
で
判

断
し
よ
う
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
正
社
員
と
短
時
間
・
有
期
雇
用
労

働
者
が
現
時
点
で
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
と
し

て
も
、
例
え
ば
、
主
婦
が
自
分
や
家
族
の
生
活

に
無
理
が
な
い
範
囲
で
短
時
間
だ
け
働
い
て
い

る
ケ
ー
ス
や
、
新
入
社
員
が
長
期
的
な
キ
ャ
リ

ア
構
築
の
一
環
と
し
て
会
社
の
事
業
を
把
握
す

る
た
め
に
現
場
で
働
い
て
い
る
ケ
ー
ス
な
ど
で

は
、
異
な
る
次
元
で
公
平
性
を
判
断
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。

　
私
は
、
欧
米
型
の
同
一
労
働
同
一
賃
金
を
そ

の
ま
ま
日
本
に
転
用
す
る
べ
き
だ
と
は
考
え
て

い
ま
せ
ん
。
欧
米
型
の
「
仕
事
基
準
の
雇
用
」

と
い
う
も
の
は
、
半
面
で
は
「
自
分
の
仕
事
以

外
は
で
き
な
い
、
や
ら
な
い
」
と
い
っ
た
硬
直

的
な
人
材
を
育
て
る
リ
ス
ク
も
あ
り
ま
す
。
日

本
型
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
雇
用
は
、
と
り
わ
け

若
い
世
代
に
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
を
経
験
さ
せ
る

こ
と
で
、
き
め
細
か
い
顧
客
サ
ー
ビ
ス
と
い
っ

た
基
礎
的
な
能
力
の
底
上
げ
に
一
役
買
っ
て
い

る
も
の
と
考
え
ま
す
。
日
本
の
同
一
労
働
同
一

賃
金
は
、
日
本
型
雇
用
の
根
幹
を
残
し
つ
つ
も

欧
米
型
雇
用
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
「
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
型
」
と
し
て
作
り
上
げ
て
い
く
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
「
短
時
間
・
有
期
雇
用

労
働
者
を
安
く
使
っ
て
会
社
を
回
し
て
い
こ

う
」
と
い
っ
た
常
識
は
通
用
し
な
く
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
法
律
の
文
言
の
み
に
こ
だ
わ
っ
て
、

形
式
的
に
賃
上
げ
す
る
の
は
本
末
転
倒
で
す
。

同
一
労
働
同
一
賃
金
を
導
入
す
る
に
は
プ
ロ
セ

ス
と
し
て
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
ラ
イ
フ
ス

テ
ー
ジ
に
応
じ
て
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
雇
用
や

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
型
雇
用
、
転
職
し
や
す

い
社
会
環
境
の
整
備
な
ど
も
同
時
に
進
め
な
が

ら
、
一
歩
ず
つ
着
実
に
同
一
労
働
同
一
賃
金
を

導
入
・
改
善
す
る
取
り
組
み
を
続
け
て
い
く
こ

と
が
大
切
と
考
え
ま
す
。
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高
度
経
済
成
長
期
に
日
本
経
済
を
力
強
く
牽

引
し
た
の
は
、
自
身
も
家
庭
も
顧
み
る
こ
と
な

く
会
社
に
人
生
を
捧
げ
た
モ
ー
レ
ツ
社
員
だ
っ

た
。
戦
後
の
焼
け
野
原
か
ら
驚
異
的
な
成
長
を

遂
げ
た
日
本
型
経
営
、
日
本
型
雇
用
シ
ス
テ
ム

は
バ
ブ
ル
絶
頂
期
に
な
る
と
、「
ジ
ャ
パ
ン・ア
ズ・

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
と
し
て
世
界
の
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー

ソ
ン
か
ら
も
て
は
や
さ
れ
る
時
代
と
な
る
。

　
し
か
し
、
90
年
代
初
頭
、
バ
ブ
ル
が
崩
壊
す

る
と
日
本
経
済
は
一
転
、
長
い
低
迷
期
に
突
入

し
て
い
く
。
リ
ス
ト
ラ
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
、
年

功
序
列
、
終
身
雇
用
と
い
っ
た
雇
用
慣
行
が
主

流
だ
っ
た
日
本
の
経
済
に
影
を
落
と
し
、
こ
の

「
失
わ
れ
た
30
年
」
の
間
に
日
本
人
の
働
き
方

は
大
き
く
変
貌
し
て
い
っ
た
。

　
２
０
０
１
年
に
誕
生
し
た
小
泉
政
権
は
「
改

革
な
く
し
て
成
長
な
し
」
を
旗
印
に
市
場
・
競

争
原
理
に
基
づ
く
「
聖
域
な
き
構
造
改
革
」
を

推
し
進
め
、
新
自
由
主
義
的
な
規
制
緩
和
を
実

施
し
た
が
、
半
面
こ
う
し
た
規
制
緩
和
は
「
雇

用
の
非
正
規
化
を
助
長
す
る
」
と
い
っ
た
批
判

も
あ
っ
た
。
実
際
、
２
０
０
０
年
代
以
降
、
労

働
市
場
で
の
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
割

合
は
急
増
し
、
現
在
で
は
4
割
近
く
を
占
め
て

い
る
。
ま
た
、
企
業
側
に
は
人
材
不
足
が
経
営
リ

ス
ク
と
な
る
中
、
育
児
や
介
護
と
い
っ
た
働
き
手

の
事
情
に
合
わ
せ
た
多
様
な
働
き
方
を
認
め
る
こ

と
で
人
材
を
確
保
す
る
と
い
う
ね
ら
い
も
あ
る
。

日本の働き方の概況
バブル崩壊以降、リーマン・ショック、さらには本格的な少子高齢
社会と、日本の労働市場の様相は大きく変化している。正社員と
短時間・有期雇用労働者の賃金格差、雇う側・雇われる側それぞれ
の事情やホンネなど、公的な統計データを基に検証していく。

データで見る

　1986年に施行された「男女雇用機会均等法」では、募集、配置、昇進
など雇用分野で女性を理由に差別することが禁止された。2007年に
は改正法が施行され、妊娠や出産などを理由とする不利益な取り扱
い、さらに女性だけでなく男性に対する差別禁止も盛り込まれた。

　1993年にはパートタイムで働く人の待遇改善を主な目的とする
「パートタイム労働法」が整備されている。2020年にはこの法律が改
正され、「同一労働同一賃金」の考え方を盛り込んだ「パートタイム・
有期雇用労働法」として施行される。

働き方に影響を与えた労働関連法制

求
め
ら
れ
る
の
は

働
き
手
に
納
得
し
て
も
ら
え
る
待
遇
改
善

欧
米
型
の
要
素
を
取
り
入
れ
た

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
同
一
労
働
同
一
賃
金
を

■
日
本
の﹁
働
き
方
﹂関
連
年
表

１
９
８
６
年

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
施
行

女
性
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
差
別
す
る
こ
と
を
禁
止
。

１
９
９
２
年

育
児
・
介
護
休
業
法
施
行

仕
事
と
育
児
、介
護
の
両
立
を
支
援
。

１
９
９
３
年

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
施
行

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
待
遇
改
善
を
支
援
。

２
０
０
４
年

改
正
労
働
者
派
遣
法
施
行

原
則
す
べ
て
の
事
業
で
最
長
3
年
ま
で
の
派
遣
延
長
が
可

能
に
。

２
０
０
８
年

労
働
契
約
法
施
行

労
使
対
等
の
原
則
、均
衡
考
慮
の
原
則
な
ど
労
働
契
約
の

ル
ー
ル
を
定
め
る
。

２
０
１
６
年

同
一
労
働
同
一
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
提
示

２
０
１
８
年
６
月働

き
方
改
革
関
連
法
成
立

一
億
総
活
躍
社
会
に
向
け
て
多
様
な
働
き
方
を
可
能
と
す

る
取
り
組
み
。

 
 

第
一
の
柱
：
働
き
方
改
革
の
総
合
的
か
つ
継
続
的
な
推
進

 
 

第
二
の
柱
：
長
時
間
労
働
の
是
正
、多
様
で
柔
軟
な
働
き

 
 

 
  

方
の
実
現
な
ど

 
 

第
三
の
柱
：
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら
な
い
公
正
な
待
遇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

の
確
保

２
０
１
９
年

働
き
方
改
革
関
連
法
施
行

２
０
２
０
年
4
月パ

ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
施
行

︿
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
実
施
へ
﹀

※
中
小
企
業
は
２
０
２
１
年
4
月
施
行

正
社
員
と
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
間
の
不
合
理
な

待
遇
差
を
禁
止
。
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総務省統計局「平成29年就業構造基本調査」より作成

　労働市場における雇用者の数は年々拡
大し、1987年に約4,306万人だったもの
が、2017年には約5,584万人と約1,278
万人増加している（役員を除く）（右図）。
このうち非正規の職員については1987年
の約850万人から、2017年は約2,133万
人となっている。
　正規の職員に対する非正規の職員の構
成割合をみると、1987年に19.7％だった
ものが、2017年には38.2％と、約20ポイ
ント増えている。企業は正社員を多数抱え
るよりもパートや派遣社員を活用しなが
ら事業運営をしていることが分かる。
　さらに直近の非正規の職員の内訳をみ
ると（下図）、約半数近くをパートタイマー
が占め、次いでアルバイト、契約社員、派遣
社員、嘱託の順となっている。経年では、
パートやアルバイトが大きく数を増やす
中、派遣社員や嘱託などはそれほどの変化
はみられない。

労働市場全体の約 4 割がパート、アルバイト、派遣
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■ 正規と非正規の雇用者数および非正規割合の推移（役員を除く）

総務省統計局「平成29年就業構造基本調査」より作成

　非正規の職員の割合が最も高いのは「運搬・清掃・包装等従事者」
の70.6％で、次に「サービス職業従事者」が63.2％となっている。反
対に最も低いのは「管理的職業従事者」で5.3％。「建設・採掘従事者」
も15.7％と低めだ。

　男女別では、「管理的職業従事者」を除いて、すべての職業で女性の
ほうが非正規の割合が高くなっている。「運搬・清掃・包装等従事者」
の女性従事者では90％以上が正社員ではない。

男性に比べて非正規割合が多い女性

男女計
■ 職業別の非正規雇用比率

男 女

総務省統計局「平成29年就業構造基本調査」より作成

■ 雇用者数の推移（パート／アルバイト／派遣社員／契約社員／嘱託／その他）

労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2018」より作成 厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査」より作成

　フルタイムに対するパートタイム労働者の賃金水準（時給換算）
は、欧州諸国と比べて日本は最も低い。
　フルタイムとパートの格差が最も小さいのがフランスで、フルタ
イムを100とした場合の賃金水準は86.6。スウェーデン、デンマー
クもフルタイムに比べて8割程度の水準を確保している。

　正社員の場合、男性・女性とも50～54歳の年齢階級で賃金が最
も高くなる。同じ年齢階級での正社員以外の賃金は、男性では23万
7,200円と20万円以上の格差が生じ、比率では正社員100に対して
53.9と、半分程度に落ち込んでいる。女性は男性と比べると正社員
と正社員以外の賃金格差は全体的に小さい傾向にある。それでも正
社員との賃金格差が最も大きい55～59歳では正社員が30万円で
あるのに対し、正社員以外では18万4,100円と、正社員比61.4の賃
金水準となっている。

欧州と比べて賃金格差の大きい日本 雇用形態による賃金格差は最大で 2 倍近く

■ パートタイム労働者の賃金水準（2014 年）

■ 雇用形態、性、年齢階級別賃金

日本の働き方の概況

データで見る

パート アルバイト 労働者派遣事業所の派遣社員 契約社員 嘱託 その他
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※「契約社員」は、2002年では「契約社員・嘱託」として調査
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日
本
の
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
は
増
加

傾
向
に
あ
り
、
２
０
１
８
年
時
点
で
２
１
２
０
万

人
、
労
働
人
口
の
37
・
8
％
を
占
め
ま
す
（
※
）。

正
社
員
と
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
賃
金

カ
ー
ブ
は
極
端
に
乖
離
し
、
雇
用
形
態
の
違
い

に
よ
る
賃
金
格
差
の
是
正
は
、
日
本
の
雇
用
に

お
け
る
重
要
課
題
の
ひ
と
つ
と
い
え
ま
す
。

　
そ
う
い
っ
た
中
で
近
年
、
日
本
独
自
の
﹁
同

一
労
働
同
一
賃
金
﹂
に
向
け
た
整
備
が
進
め
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
日
本
型
「
同
一
労
働
同

一
賃
金
」
の
考
え
方
に
は
大
き
く
2
本
の
柱
が

あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は﹁
均
等
待
遇
﹂で
す
。﹁
等

し
き
者
を
等
し
く
﹂
を
旨
と
し
、「
職
務
内
容
・

責
任
」と
と
も
に「
人
材
活
用
の
仕
組
み・運
用
」

い
ず
れ
も
正
社
員
と
同
視
で
き
る
短
時
間
・
有

期
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
基
本
給
・
手
当
・

賞
与
・
退
職
金
な
ど
す
べ
て
の
待
遇
で
差
別
的

な
取
り
扱
い
を
禁
止
す
る
も
の
で
す
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
﹁
均
衡
待
遇
﹂
で
す
。
個
々

の
労
働
条
件
ご
と
に
﹁
異
な
る
者
で
あ
っ
て
も

処
遇
の
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
る
﹂
も
の
で
す
。「
職

務
内
容
・
責
任
の
同
一
性
」、「
人
材
活
用
の
仕

組
み
・
運
用
の
同
一
性
」、
加
え
て
「
そ
の
他

の
事
情
」
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、
均
衡
あ
る

処
遇
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
労
働
契
約
法
20
条
に
関
す
る
初
の
最
高
裁
判

決
と
し
て
注
目
さ
れ
た
訴
訟
と
し
て
は
「
長
澤

運
輸
事
件
」「
ハ
マ
キ
ョ
ウ
レ
ッ
ク
ス
事
件
」（
最

高
裁
Ｈ
30
・
6
・
1
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
裁

判
で
は
、
正
社
員
に
の
み
無
事
故
手
当
、
業
務

手
当
、
住
宅
手
当
な
ど
が
支
払
わ
れ
、
同
様
の

仕
事
を
し
て
い
る
有
期
雇
用
労
働
者
に
は
支
払

わ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
労
働
契
約
法
20
条
に

違
反
す
る
と
し
て
、
原
告
側
の
損
害
賠
償
請
求

の
一
部
を
認
容
し
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
、
２
０
２
０
年
4
月

に
は
﹁
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
﹂

が
施
行
さ
れ
ま
す
（
中
小
企
業
は
２
０
２
１
年

4
月
施
行
）。
こ
の
法
律
の
特
徴
と
し
て
は
均

衡
待
遇
規
定
の
﹁
行
政
法
化
﹂
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
基
本
的
に
は
「
司
法
」
に
委
ね
ら
れ

て
き
た
不
合
理
な
待
遇
差
の
判
断
が
、「
行
政

に
よ
る
助
言
・
指
導
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
ア

ク
シ
ョ
ン
を
明
文
化
し
た
こ
と
で
、日
本
型
「
同

一
労
働
同
一
賃
金
」
の
実
現
は
行
政
上
の
課
題

に
な
り
ま
す
。
２
０
１
８
年
に
は
均
等
・
均
衡

待
遇
規
定
の
よ
り
具
体
的
な
判
断
材
料
と
し
て

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
本
誌
14
～
19
ペ
ー
ジ
参
照
）

も
策
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
働
き
手
に
と
っ
て
不
合
理
な
待
遇
差
に
〝
モ

ノ
申
す
〟
た
め
の
環
境
整
備
が
一
気
に
進
ん
だ

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
行
政
当
局
に
よ
る

調
査
や
指
導
な
ど
が
入
る
可
能
性
も
高
ま
り
ま

す
。
今
後
は
、
後
述
す
る
説
明
責
任
へ
の
準
備

や
均
等
・
均
衡
に
向
け
た
処
遇
改
善
な
ど
の
取

り
組
み
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
※
役
員
を
除
く
。
出
所
：
総
務
省
「
労
働
力
調
査
」

不
合
理
に〝
モ
ノ
申
す
〟た
め
の
法
整
備

企
業
側
の
対
策
は
待
っ
た
な
し
！

「同一労働同一賃金」の
ねらいとは

Pro f i l e

社会保険労務士

北岡 大介 氏  Kitaoka Daisuke

北岡社会保険労務士事務所 代表。1995年労働省に労働
基準監督官として任官。労働基準法などの監督指導業務
に従事。大手サービス企業労務担当などを経て独立。

『「同一労働同一賃金」はやわかり』（日経文庫）、『「働き
方改革」まるわかり』（日経文庫）、『職場の安全・健康管理
の基本』（労務行政）など著書多数。

社会保険労務士解説

厚生労働省「平成26年 就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」より作成

厚生労働省「平成26年 就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」より作成厚生労働省「平成26年 就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」より作成

　正社員以外の労働者を活用する理由については、「賃金の節約のため」
が38.8％と最も高い。次いで「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」
が33.4％。人件費コストの効率化が主な理由だ（下図）。
　さらに派遣労働者のみに注目すると、派遣労働者を活用する理由とし
ては「即戦力・能力のある人材を確保するため」が34.5％で最も多い。次

いで「正社員を確保できないため」が33.0％で、2010年の20.6％から急
増している。企業の人材確保が難しくなっている表れだろう。逆に正社
員以外の労働者を活用する上での問題点として挙げているのが、「良質
な人材の確保」（53.8％）、「定着性」（49.1％）など。企業サイドには、正社
員以外ではよい人材を安定的に確保しにくいという認識があるようだ。

人件費コストを圧縮したい企業側のホンネ

■ 正社員以外の労働者を活用する主な理由（2014 年）
　　※事業所規模5人以上の民営事業所、複数回答
　　※正社員以外の労働者がいる事業所のうち、回答があった事業所＝100

　「今後も会社で働きたい」と考えている正社員以外の労働者につ
いて、再雇用の嘱託社員とパートタイム労働者の多くは「現在の就
労形態を続けたい」と希望する一方で、専門職の契約社員と派遣労
働者では「正社員に変わりたい」という声が多い（下図）。
　また同資料によると、正社員を希望している男女比では、男性
36.9％、女性27.4％となっている。さらに正社員になりたい理由と
しては、「より多くの収入を得たいから」（78.1％）、「正社員のほう
が雇用が安定しているから」（76.9％）が多い。正社員のほうが経済
面でのメリットがあると考えているようだ。

　正社員以外の就業形態を選んだ理由について、パートタイム労働
者は「自分の都合のよい時間に働けるから」が50.0％で最も多く、

「家計の補助、学費等を得たいから」（36.3％）、「家庭の事情（家事・
育児・介護等）と両立しやすいから」（33.7％）と続く。
　派遣労働者では「正社員として働ける会社がなかったから」が
37.7％を占め、最も多い。正社員を希望しながら、なかなか希望通
りに就業できていない背景があるようだ。

会社での就業を望む 3 割は「正社員」希望 派遣では、理想と現実に大きな隔たり

■ 正社員以外の就業形態を選んだ主な理由（2014 年）
※各就業形態の労働者のうち、回答があった労働者＝100
※複数回答3つまで

賃金の節約のため

1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため

即戦力・能力のある人材を確保するため

専門的業務に対応するため

高年齢者の再雇用対策のため

正社員を確保できないため

正社員を重要業務に特化させるため

長い営業（操業）時間に対応するため

育児・介護休業の代替のため

0 5 10 15 20 25 30 35 40（％）

38.8

33.4

31.1

27.6

26.6

26.1

22.8

20.9

9.3

現在の就業形態を続けたい 正社員に変わりたい
正社員以外の他の就業形態に変わりたい 不明
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50.0

自分の都合の
よい時間に
働けるから

11.8

18.4 17.4

家計の補助、
学費等を
得たいから

36.3

15.1

10.9

家庭の事情と
両立しやすい
から

33.7

14.7 15.7

通勤時間が
短いから

29.5

16.8

専門的な
資格・技能を
活かせるから

46.0

13.0

23.7

正社員として
働ける会社が
なかったから

31.8

11.7

37.7

■ 正社員以外の労働者の働き方の希望（2014 年）
※今後も会社で働きたい正社員以外の労働者＝ 100
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　「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
」（
以

下
、新
法
）
は
、現
行
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
、

労
働
契
約
法
の
一
括
改
正
に
よ
っ
て
成
立
す
る

も
の
で
、
大
き
く
3
つ
の
改
正
が
行
わ
れ
る
。

　
1
つ
目
は
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
考
え
方

の
柱
で
あ
る
均
衡
処
遇
規
定
、
均
等
処
遇
規
定

の
整
備
だ
（
左
上
表
参
照
）。

　
均
衡
処
遇
規
定
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
労
働

契
約
法
20
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
均
衡
処
遇
規

定
が
一
部
修
正
さ
れ
た
。「
当
該
待
遇
の
性
質

及
び
当
該
待
遇
を
行
う
目
的
に
照
ら
し
て
適
切

と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
考
慮
し
て
、
不
合
理
と

認
め
ら
れ
る
相
違
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
」（
新

法
8
条
）
と
し
て
、
処
遇
全
体
の
比
較
で
は
な

く
、
個
々
の
待
遇
の
性
質
・
目
的
に
照
ら
し
て
、

個
別
に
均
衡
待
遇
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。

　
均
等
処
遇
規
定
に
つ
い
て
は
、「
短
時
間
・

有
期
雇
用
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し

て
、
基
本
給
、
賞
与
そ
の
他
の
待
遇
の
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
、
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら

な
い
」（
新
法
9
条
）
と
し
て
、
短
時
間
労
働

者
の
み
な
ら
ず
、
有
期
雇
用
労
働
者
を
新
た
な

適
用
対
象
と
し
た
。
フ
ル
タ
イ
ム
有
期
労
働
者

へ
の
影
響
も
大
き
い
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
2
つ
目
は
、
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
に

対
す
る
待
遇
に
関
す
る
説
明
義
務
の
強
化
だ
。

　
ま
ず
、「
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
を
雇

自
ら
の
労
働
条
件
が
正
社
員
な
ど
と
、
ど
の
程

度
異
な
る
の
か
、
ま
た
何
が
そ
の
理
由
な
の
か

を
法
的
に
知
る
術
は
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
。

　
新
法
で
初
め
て
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者

は
事
業
主
に
対
し
、
正
当
に
当
該
説
明
を
求
め

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
厚
生
労
働
省
は「
パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
対
応
の
た
め
の

取
組
手
順
書
」（
本
誌
20
～
24
ペ
ー
ジ
参
照
）

の
説
明
例
を
示
し
て
い
る
が
、
説
明
方
法
は
書

面
の
ほ
か
、
口
頭
で
も
差
し
支
え
な
い
。

　
ま
ず
は
比
較
対
象
と
な
る
正
社
員
（
説
明
を

求
め
た
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
と
職
務
内

容
・
責
任
、
人
材
活
用
の
仕
組
み
な
ど
が
最
も

近
い
者
）
と
の
待
遇
差
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
、
基
本
給
、
賞
与
、

各
種
手
当
、
福
利
厚
生
な
ど
の
相
違
の
「
有
無
」

と
「
相
違
内
容
」、
そ
し
て
「
相
違
理
由
」
に

つ
い
て
説
明
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
3
つ
目
は
、
行
政
に
よ
る
会
社
へ
の
助
言
・

指
導
な
ど
、
行
政
Ａ
Ｄ
Ｒ
（
裁
判
外
紛
争
解
決

手
続
）
の
規
定
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
だ
。
今
後

は
、
労
働
局
か
ら
積
極
的
に
均
等
・
均
衡
処
遇

に
お
け
る
行
政
調
査
・
指
導
が
な
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
。

　
ま
た
、
均
衡
待
遇
を
求
め
る
短
時
間
・
有
期

雇
用
労
働
者
は
、
都
道
府
県
労
働
局
に
無
料
で

調
停
に
よ
る
紛
争
解
決
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
点
も
従
来
と
は
異
な
る
。

い
入
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
（
略
）
説
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
新
法
14
条
1
）と
あ
り
、

雇
い
入
れ
の
と
き
に
均
衡
待
遇
、
均
等
待
遇
、

賃
金
、
教
育
訓
練
、
福
利
厚
生
施
設
の
利
用
な

ど
に
関
し
て
そ
の
内
容
説
明
義
務
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
新
法
で
は
、
短
時
間
・
有
期
雇
用

労
働
者
か
ら
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
、
事
業
主

は
以
下
の
事
由
に
つ
き
説
明
を
行
う
こ
と
が
義

務
づ
け
ら
れ
る
（
新
法
14
条
２
項
）。

　①
当
該
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
と
通
常
の

労
働
者
（
※
）
と
の
間
の
待
遇
の
相
違
の
内
容

及
び
理
由

②
新
法
６
条
か
ら
13
条
ま
で
の
規
程
に
よ
り
措

置
を
講
ず
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に

関
す
る
決
定
を
す
る
に
当
た
っ
て
考
慮
し
た

事
項

　　　
時
間
的
な
流
れ
を
踏
ま
え
て
解
説
す
る
と
、

ま
ず
②
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
法
に
も
同
様
の
定
め
が
あ
り
、
労
働
者

か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
れ
ば
、
同
法
に
基
づ
く

措
置
事
項
の
決
定
に
際
し
、
事
業
主
が
考
慮
し

た
事
項
に
お
け
る
説
明
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
。

　
加
え
て
、
①
に
お
い
て
新
た
に
事
業
者
の
義

務
と
な
る
の
が
、
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者

か
ら
の
請
求
に
基
づ
く
正
社
員
と
の
待
遇
相
違

の
有
無
・
内
容
お
よ
び
そ
の
理
由
の
説
明
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
が

　【施行前 → 施行後】 パートタイム労働者 有期雇用労働者 派遣労働者

均衡待遇規定 ○ → ◎ ○ → ◎ △ → ○ ＋ 労使協定

均等待遇規定 ○ → ○ × → ○ × → ○ ＋ 労使協定

ガイドライン（指針） × → ○ × → ○   × → ○

「パートタイム・有期雇用労働法」
３つのポイント

人事・労務が知っておくべき
■ 規定・ガイドラインの有無・変更一覧表 ○：規定あり　△：配慮規定　×：規定なし　◎：明確化

監修：北岡大介 氏

均等待遇・均衡待遇の違いとは？

Point 2

会社は短時間・有期雇用労働者
を雇い入れる際に、正社員との
待遇に相違がある場合、その内
容や理由を説明しなければなら
ない。働き手側も会社に説明を
求めることができる。

待遇差の説明義務

Point 1

同一企業内において、正社員と
短時間・有期雇用労働者の間で
基本給・賞与・手当・福利厚生施
設の利用などのあらゆる待遇に
ついて、不合理な差をつけるこ
とはNG！

不合理な待遇差を禁止！

Point 3

均等・均衡待遇を求める短時間・
有期雇用労働者は、都道府県労
働局による簡易迅速な紛争解決
手続きを要求することができ
る。

行政による紛争解決

※
同
一
の
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
正
社
員
（
無
期
雇
用
フ
ル
タ

イ
ム
労
働
者
）

　「パートタイム・有期雇用労働法」に設けられた均衡待遇
規定（新法8条「不合理な待遇の禁止」）と、均等待遇規定（新
法9条「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者
に対する差別的取扱いの禁止」）は、正社員と短時間・有期
雇用労働者との「均衡・均等の待遇」の確保などを図るため
の根幹をなすものだ。
　しかし、均衡と均等――この違いは一般にはなかなか分
かりにくい面もある。

　これまでの法整備の流れからみていくと、まず均等待遇
規定については、パートタイム労働法で「等しき者は等し
く」の原則が設けられたことが端緒となっている。パート
タイム労働法では、短時間労働者が正社員と比べて①職務
内容が同一、②配転その他人材活用の仕組みも雇用の全期
間において同じ――である場合、賃金の決定その他処遇に
おける差別的取り扱いが禁止された。
　では、差別的取り扱いとはいかなるものか。
　これまでの裁判では、正社員には設けられている賞与が
準社員に支給されないことが均等待遇違反として争われ

●均等待遇＝同じ仕事・働き方には等しい処遇を

たケースがある（「ニヤクコーポレーション事件」〈大分地
判H25・12・10〉）。この裁判では、両者の職務内容が実質的
に同じで、責任の程度も著しく異なることはなく、人材活用
の仕組み・運用も大きな差がみられないとして、準社員に
対する賞与相当額などの損害賠償額の支払いを会社に命
じている。

　一方、均衡待遇規定は2013年4月施行の労働契約法20
条で「異なる者にも処遇ごとのバランス」を求めたことに
始まる。ここでは対象者を有期雇用労働者全般に広げて、
パートタイム労働法での厳格な2つの要件（職務・責任の同
一性、人材活用の仕組み・運用の同一性）に加え、「その他の
事情」を含めた総合考慮の上、均衡処遇違反に該当するか
否かを判断することとした。
　厚労省の通達では、労働契約法20条における解釈として

「正社員と有期雇用労働者との間の職務内容、人材活用の仕
組み・運用、その他の事情を考慮して判断されるべきこと」、
そして「通勤手当」、「食堂の利用」、「安全管理」などの相違
は、特段の理由がなければ不合理とされうると示している。

●均衡待遇＝働き方の違いに応じた
　　　　  　 均衡（バランス）のとれた処遇を

厚生労働省「働き方改革 ～一億総活躍社会の実現に向けて～」より作成
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日
本
で
は
正
社
員
と
短
時
間
・
有
期
雇
用

労
働
者
と
の
間
の
処
遇
格
差
は
著
し
い
も
の

が
あ
り
、企
業
と
し
て
今
後
、雇
用
形
態
に
と

ら
わ
れ
な
い
賃
金
制
度
を
構
築
し
て
い
く
こ

と
は
お
お
む
ね
社
会
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得

ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。最
低
賃
金
法

な
ど
を
除
け
ば
、
国
が
企
業
の
賃
金
制
度
に

直
接
的
な
規
制
を
加
え
る
こ
と
は
あ
ま
り
例

が
な
く
、労
使
間
の
交
渉
、労
働
市
場
の
調
整

に
委
ね
ら
れ
て
き
た
面
が
あ
る
。
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の「
目
的
」の
中
で
も
、「
も
と
よ
り
賃
金

等
の
待
遇
は
労
使
の
話
合
い
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。（
略
）
そ
れ
ぞ

れ
の
国
の
労
働
市
場
全
体
の
構
造
に
応
じ
た

政
策
と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」と
し
、雇

用
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
流
れ
を
全
否
定
す

る
も
の
で
は
な
い
。日
本
の
労
使
関
係
、労
働

市
場
の
動
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
ベ
ー
ス
に
日
本
型「
同
一
労
働
同

一
賃
金
」
の
実
現
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進

め
て
い
く
こ
と
が
肝
要
だ
。

　
日
本
の
賃
金
制
度
で
は
、
基
本
給
を
は
じ

類
型
で
ど
の
よ
う
な
待
遇
差
を
不
合
理
と
し

て
問
題
に
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
対
し
、

職
能
給
を
も
っ
て
基
本
給
を
定
め
る
例
は
極

め
て
稀
で
あ
る
が
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
①

に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
「
問
題
と
な
る

例
」
と
し
て
、
以
下
を
示
し
て
い
る
。

　
要
約
す
る
と
、
能
力
や
経
験
に
応
じ
て
給

与
が
決
定
さ
れ
る
場
合
、
有
期
雇
用
労
働
者

よ
り
経
験
が
多
い
正
社
員
の
基
本
給
が
高
い

こ
と
は
納
得
で
き
る
が
、
そ
の
経
験
が
現
在

の
業
務
に
関
連
性
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
問
題

と
な
る
事
例
だ
。
し
か
し
、
実
際
に
同
ケ
ー

ス
が
生
じ
え
る
か
判
然
と
し
な
い
。

　「
正
社
員
の
職
能
給
決
定
な
ど
に
際
し
、〝
こ

れ
ま
で
の
経
験
〟
と
〝
現
在
の
業
務
と
の
関

連
性
〟
の
判
断
は
、
実
の
と
こ
ろ
容
易
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
業
務
内
容
自
体
が
可
変
的
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
異
業
種
他
社
な
ど
で
の

多
種
多
様
な
経
験
が
、
現
時
点
そ
し
て
中
長

期
的
に
、
業
務
を
行
う
上
で
大
き
な
財
産
と

な
る
場
合
が
多
々
あ
り
え
る
か
ら
で
す
」

　
基
本
給
が
成
果
給
的
で
あ
る
場
合
、
②
の

類
型
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
は
次
の
事
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
要
約
す
る
と
、
正
社
員
と
短
時
間
労
働
者

に
同
じ
販
売
目
標
を
設
定
し
、
達
成
度
合
い

が
基
本
給
に
影
響
す
る
と
問
題
に
な
る
事
例

だ
。
一
見
す
る
と
、
販
売
目
標
を
達
成
し
な

け
れ
ば
正
社
員
も
短
時
間
労
働
者
も
基
本
給

の
一
部
が
支
給
さ
れ
な
い
の
で
、
同
じ
待
遇

で
は
な
い
か
と
錯
覚
し
て
し
ま
う
人
が
い
る

か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
事
例
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

フ
ル
タ
イ
ム
の
正
社
員
に
比
べ
て
、
勤
務
時

間
が
短
い
短
時
間
労
働
者
に
「
フ
ル
タ
イ
ム

と
同
じ
販
売
目
標
」
を
設
定
し
て
い
る
点
だ
。

短
時
間
労
働
者
の
勤
務
時
間
が
フ
ル
タ
イ
ム

で
働
く
正
社
員
の
仮
に
半
分
と
し
た
な
ら

ば
、
業
績
・
成
果
支
給
の
対
象
と
な
る
べ
き

販
売
目
標
も
こ
れ
に
応
じ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
不
合
理
と
い
う
わ
け
だ
。

　
続
い
て
、
基
本
給
が
勤
続
給
的
で
あ
る
③

の
ケ
ー
ス
で
問
題
と
な
る
事
例
だ
。

　
要
約
す
る
と
、
勤
続
年
数
が
給
与
に
影
響

す
る
場
合
、
有
期
雇
用
労
働
者
に
対
し
て
、

当
初
の
契
約
開
始
時
か
ら
通
算
し
た
評
価
が

給
与
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
の
は
問
題
だ
と

い
う
事
例
だ
。

　
契
約
社
員
の
場
合
、
労
働
契
約
が
更
新
さ

れ
る
た
び
に
勤
続
年
数
が
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
て

し
ま
う
と
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
基
本
給
は

増
え
な
い
。
正
社
員
と
比
べ
る
と
不
合
理
な

待
遇
差
と
い
え
る
。

　
基
本
給
の
「
昇
給
」
に
関
し
て
も
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
で
は
こ
れ
と
同
様
の
取
り
扱
い
を
示

し
て
い
る
。「
勤
続
に
よ
る
能
力
の
向
上
に
応

じ
て
行
う
昇
給
」
は
、
短
時
間
・
有
期
雇
用

労
働
者
で
あ
っ
て
も
正
社
員
と
同
一
の
昇
給

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　
多
く
の
企
業
で
は
60
歳
で
定
年
を
迎
え
、

年
金
の
原
則
的
な
受
給
開
始
年
齢
と
な
っ
て

い
る
65
歳
ま
で
は
再
雇
用
制
度
な
ど
を
設
け

て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
今
回
の
法
律
に
よ

り
今
後
は
、
高
齢
社
員
の
雇
用
継
続
措
置
で

も
均
衡
待
遇
に
関
す
る
紛
争
が
多
発
す
る
リ

ス
ク
が
想
定
さ
れ
る
。

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
示
さ
れ
る
「
定
年
に
達

し
た
後
に
継
続
雇
用
さ
れ
た
有
期
雇
用
労
働

者
」
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

◎
正
社
員
が
定
年
に
達
し
た
後
、
有
期
雇
用

労
働
者
と
し
て
継
続
雇
用
さ
れ
た
場
合
も

パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
の
適

用
を
受
け
る
。

◎
正
社
員
と
の
賃
金
の
相
違
に
つ
い
て
は
、

職
務
の
内
容
、
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の

変
更
の
範
囲
、
そ
の
他
の
事
情
の
相
違
が

あ
る
場
合
は
、
そ
の
相
違
に
応
じ
た
賃
金

の
相
違
は
許
容
さ
れ
る
。

◎
有
期
雇
用
労
働
者
が
定
年
に
達
し
た
後
に

継
続
雇
用
さ
れ
た
場
合
も
、「
パ
ー
ト
タ

イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
」
均
衡
待
遇
規

定
に
あ
る
「
そ
の
他
の
事
情
」
を
考
慮
し

て
待
遇
の
相
違
に
つ
い
て
不
合
理
性
を
判

断
す
る
。

め
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い

る
場
合
が
多
い
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
基
本

給
を
次
の
3
つ
に
分
類
し
て
い
る
。

①
労
働
者
の
能
力
又
は
経
験
に
応
じ
て
支
給

②
労
働
者
の
業
績
又
は
成
果
に
応
じ
て
支
給

③
労
働
者
の
勤
続
年
数
に
応
じ
て
支
給

　
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
と
の
均
衡
待

遇
を
考
え
る
際
、
自
社
の
賃
金
制
度
で
基
本

給
・
昇
給
が
い
ず
れ
の
類
型
に
該
当
す
る
の

か
を
整
理
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。

　「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
示
さ
れ
た
類
型
を
見

て
、
自
社
の
基
本
給
は
果
た
し
て
ど
の
要
素

で
決
定
し
て
い
る
の
か
、
戸
惑
う
人
事
担
当

者
も
多
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
短
時
間
・
有

期
雇
用
労
働
者
の
賃
金
は
採
用
当
時
の
時
給

相
場
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
い
る
ケ
ー
ス
も

多
く
、
一
方
で
比
較
対
象
と
な
る
正
社
員
の

基
本
給
も
労
使
関
係
の
積
み
重
ね
の
中
で
形

成
さ
れ
て
い
る
の
が
通
常
で
す
。

　
裁
判
例
の
動
向
も
今
な
お
定
ま
っ
て
お
ら

ず
、
基
本
給
・
昇
給
を
め
ぐ
る
均
衡
処
遇
違

反
が
い
か
な
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
の
か
、

現
時
点
で
は
判
然
と
し
ま
せ
ん
が
、
さ
し
あ

た
り
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
に
労
使
で
話

し
合
い
を
進
め
て
、
正
社
員
と
短
時
間
・
有

期
雇
用
労
働
者
の
双
方
か
ら
見
て
納
得
性
の

高
い
基
本
給
な
ど
の
制
度
を
構
築
で
き
る
よ

う
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
」（
北

岡
氏
・
以
下
同
）

　
で
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の

基
本
給

「パートタイム・有期雇用労働法」の施行に先立ち、待遇ごとの判断を明確化するためのガイドライン（指
針）が厚生労働省から2018年12月に公表された。どのような待遇の相違が均衡待遇規定に違反するの
か、原則となる考え方および事例が示されているが、実際に起こりえる事態として理解するには難しい
のが現実だ。北岡大介社会保険労務士の見解を交えながら、基本給・賞与・手当・福利厚生・その他、それ
ぞれの待遇についてガイドラインの原文を要約しながら解説していこう。

監修：北岡大介 氏

自
社
の
基
本
給
は
ど
の
よ
う
な

性
質
で
決
定
さ
れ
て
い
る
の
か

「同一労働同一賃金
ガイドライン」を読み解く

人事・労務の検討課題とは何か

販
売
目
標
の
設
定
も
勤
務
時
間
に

応
じ
た
均
衡
待
遇
が
求
め
ら
れ
る

高
齢
社
員
の
継
続
雇
用

今
後
は
紛
争
多
発
も
懸
念

【
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
原
文
】

基
本
給
に
つ
い
て
、
労
働
者
の
能
力
又
は
経

験
に
応
じ
て
支
給
し
て
い
る
Ａ
社
に
お
い

て
、
通
常
の
労
働
者
で
あ
る
Ｘ
が
有
期
雇
用

労
働
者
で
あ
る
Ｙ
に
比
べ
て
多
く
の
経
験
を

有
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、Ｘ
に
対
し
、Ｙ

よ
り
も
基
本
給
を
高
く
支
給
し
て
い
る
が
、

Ｘ
の
こ
れ
ま
で
の
経
験
は
Ｘ
の
現
在
の
業
務

に
関
連
性
を
持
た
な
い
。

【
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
原
文
】

基
本
給
の
一
部
に
つ
い
て
、
労
働
者
の
業
績

又
は
成
果
に
応
じ
て
支
給
し
て
い
る
Ａ
社
に

お
い
て
、
通
常
の
労
働
者
が
販
売
目
標
を
達

成
し
た
場
合
に
行
っ
て
い
る
支
給
を
、
短
時

間
労
働
者
で
あ
る
Ｘ
に
つ
い
て
通
常
の
労
働

者
と
同
一
の
販
売
目
標
を
設
定
し
、
そ
れ
を

達
成
し
な
い
場
合
に
は
行
っ
て
い
な
い
。

【
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
原
文
】

基
本
給
に
つ
い
て
、
労
働
者
の
勤
続
年
数
に

応
じ
て
支
給
し
て
い
る
Ａ
社
に
お
い
て
、
期

間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
を
更
新
し
て

い
る
有
期
雇
用
労
働
者
で
あ
る
Ｘ
に
対
し
、

当
初
の
労
働
契
約
の
開
始
時
か
ら
通
算
し

て
勤
続
年
数
を
評
価
せ
ず
、
そ
の
時
点
の
労

働
契
約
の
期
間
の
み
に
よ
り
勤
続
年
数
を

評
価
し
た
上
で
支
給
し
て
い
る
。
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ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
規
定
を
設
け
て
い
る
手

当
は
次
の
通
り
。

　
ま
ず
①
役
職
手
当
に
関
し
て
は
、
近
年
、

短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
が
小
売
流
通
・

外
食
産
業
な
ど
で
店
長
と
い
っ
た
管
理
職
的

な
役
割
を
務
め
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
る

が
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
次
の
事
例
を
掲
げ

て
い
る
。

　
要
約
す
る
と
、
同
じ
役
職
名
・
役
職
内
容

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
社
員
か
有
期
雇
用
労

働
者
か
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
る
手
当
が
異
な

る
の
は
問
題
だ
と
い
う
事
例
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
有
期
雇
用
労
働
者
が
正
社
員
の

店
長
と
同
じ
職
務
・
責
任
を
課
せ
ら
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
社
員
に
は
店
長
手

当
が
支
給
さ
れ
、
有
期
雇
用
労
働
者
に
は
店

長
手
当
が
つ
か
な
い
、
あ
る
い
は
正
社
員
に

比
べ
て
少
な
い
と
い
う
場
合
は
不
合
理
な
待

遇
差
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
業
務
の
危
険
度
や
作
業
環
境
に
応
じ
て
支

給
さ
れ
る
②
特
殊
作
業
手
当
、
交
替
制
勤
務

な
ど
勤
務
体
系
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
③
特

殊
勤
務
手
当
、
賃
金
支
払
期
間
内
に
遅
刻
・

早
退
・
欠
勤
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
支
給
さ

同
様
の
職
務
内
容
・
責
任
な
ら
ば

手
当
の
支
給
も
正
社
員
と
同
じ
く

「同一労働同一賃金ガイドライン」を読み解く人事・労務の検討課題とは何か

手
当

　
要
約
す
る
と
、
業
績
へ
の
貢
献
に
応
じ
て

賞
与
を
支
給
し
て
い
る
会
社
に
お
い
て
、
正

社
員
と
ま
っ
た
く
同
一
の
貢
献
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
有
期
雇
用
労
働
者
に
同
一
の

賞
与
が
支
給
さ
れ
て
い
な
い
の
は
問
題
だ
と

い
う
事
例
で
あ
る
。

　
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
関
わ
る
賃

金
制
度
の
大
幅
な
見
直
し
を
迫
ら
れ
る
会
社

も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

　
会
社
側
の
言
い
分
と
し
て
、「
正
社
員
へ

の
賞
与
は
業
績
な
ど
に
応
じ
て
支
給
す
る
も

の
で
は
な
く
、
在
籍
正
社
員
に
一
律
支
給
し

て
い
る
制
度
な
の
で
…
…
」
と
い
っ
た
切
り

返
し
も
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
で
は
さ
ら
に
、
次
の
事
例
も
示
し
て

い
る
。

　「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
に
向
け
た
対
応
の

中
で
企
業
の
経
営
者
や
人
事
担
当
者
が
最
も

強
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
が
、「
賞
与
」
に

関
わ
る
取
り
扱
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
正
社
員
の
賞
与
は
、
企
業
の
業
績
な
ど
に

応
じ
て
支
給
さ
れ
る
の
が
通
例
だ
が
、
短
時

間
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
場
合
は
、
そ
も
そ

も
賞
与
が
支
給
さ
れ
る
会
社
は
決
し
て
多
く

は
な
い
。

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
賞
与
に
つ
い
て
、「
会

社
の
業
績
等
へ
の
労
働
者
の
貢
献
に
応
じ
て

支
給
す
る
場
合
、
貢
献
に
応
じ
た
部
分
に
つ

き
、
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
対
し
て

正
社
員
と
同
一
の
支
給
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
し
て
い
る
。

　
こ
れ
は
企
業
に
お
け
る
人
件
費
コ
ス
ト
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
そ
う
な
文
言
だ
が
、

賞
与
支
給
に
関
わ
る
事
例
と
し
て
示
さ
れ
て

い
る
の
は
、
次
の
も
の
だ
。

　
要
約
す
る
と
、
会
社
の
業
績
へ
の
貢
献
に

か
か
わ
ら
ず
、
正
社
員
に
対
し
て
賞
与
を
支

給
す
る
一
方
、
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者

に
は
業
績
や
貢
献
を
反
映
せ
ず
に
、
何
ら
賞

与
を
支
給
し
な
い
こ
と
は
問
題
だ
と
い
う
事

例
だ
。

　
正
社
員
に
対
す
る
賞
与
の
制
度
が
業
績
ま

た
は
在
籍
い
ず
れ
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
短
時
間
・
有
期
雇
用

労
働
者
に
は
賞
与
制
度
を
一
切
設
け
て
い
な

い
―
―
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
内
容
と

な
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
正
社
員
と
短
時
間
・
有
期
雇
用

労
働
者
の
間
で
、
会
社
へ
の
貢
献
に
一
定
の

違
い
が
あ
る
場
合
で
も
、
そ
の
相
違
に
応
じ

た
支
給
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
明
言

し
て
い
る
。

　「
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
対
し
て

貢
献
に
応
じ
た
賞
与
の
均
衡
待
遇
を
強
く
明

記
す
る
も
の
で
、
法
律
の
施
行
後
は
、
行
政

に
よ
る
指
導
強
化
も
予
想
さ
れ
ま
す
。
ま
ず

は
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
賞
与
制
度

の
整
備
を
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
」

賞
与

現
行
の
賞
与
制
度
は
大
幅
な

見
直
し
を
迫
ら
れ
る
可
能
性
も

　賞与における同一労働同一賃金の
導入は、企業にとって非常に悩ましい
課題だと思います。短時間・有期雇用
労働者にいくらかでも賞与を支給し
ている会社の場合、正社員と必ずしも
まったく同一ということではなくと
も、職務の内容、責任、人材活用の仕組
み・運用などに相違があるならば、過
去の裁判などでは一定の範囲で許容
されているところです。ただし、正社
員には賞与を支給しているのに短時
間・有期雇用労働者にはまったく賞与
を支給していないというケースは今
後、違反性を問われるリスクは少なか
らずあるのではないかと考えられま
す。
　それでは、例えば契約社員などに対
して寸志（5万円×2回）を支給してい
る場合（なお正社員に対する賞与は年
間約70万円支給）、均衡義務違反にあ
たるのでしょうか。参考となる下級審

裁判例として、「井関松山製造所事件」
（高松高判 令和元・7・8）があります。
　同判決では、まず賞与について「長
期雇用を前提とする正社員（無期契約
労働者）に対し、賞与の支給を手厚く
することにより有為な人材の獲得・定
着を図るという一審被告の主張する
人事施策上の目的にも相応の合理性
が認められることは否定し得ないと
いうべき」とします。その上で本件正
社員賞与は業績を中心として支給す
るものとまではいいがたく、「労務の
対価の後払いの性格や上記のような
人事施策上の目的を踏まえた従業員
の意欲向上等の性格を有していた」な
どと言及しました。
　その上で次のとおり判示していま
す。「これらの事情は、いずれも労働契
約法20条所定の『その他の事情』とし
て考慮されるべき事柄であることは
いうまでもなく（略）無期契約労働者

と有期契約労働者とでは負うべき職
務責任の範囲等も異なること、また、
有期契約労働者についても一律に寸
志を支給することとしており、更に組
長以上の職制として昇進させる途を
開いており、また中途採用制度によ
り、無期契約労働者と有期契約労働者
との地位は常に固定しているもので
はなく、一定の流動性も認められるこ
となど有期契約労働者に対する人事
施策上の配慮をしていることも認め
られることからすると、有期契約労働
者に対しては賞与ではなく、寸志の支
給に代えるとした一審被告の経営判
断には相応の合理性を認めることが
できる」。
　このように職務責任・人材活用の仕
組みの相違性とともに、正社員転換推
進措置と「寸志」の存在を評価し、不合
理性を否定したものであり、実務上参
考となりうるものといえます。

CAUTION

短時間・有期雇用労働者だから「賞与ゼロ」は通らない

① 

役
職
手
当

② 

特
殊
作
業
手
当

③ 

特
殊
勤
務
手
当

④ 

精
皆
勤
手
当

⑤ 

時
間
外
手
当

⑥ 

深
夜
労
働
・
休
日
労
働
手
当

⑦ 

通
勤
手
当
お
よ
び
出
張
旅
費

⑧ 

食
事
手
当

⑨ 

単
身
赴
任
手
当

⑩ 

地
域
手
当

【
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
原
文
】

賞
与
に
つ
い
て
、
会
社
の
業
績
等
へ
の
労
働

者
の
貢
献
に
応
じ
て
支
給
し
て
い
る
Ａ
社

に
お
い
て
、
通
常
の
労
働
者
で
あ
る
Ｘ
と
同

一
の
会
社
の
業
績
等
へ
の
貢
献
が
あ
る
有

期
雇
用
労
働
者
で
あ
る
Ｙ
に
対
し
、
Ｘ
と
同

一
の
賞
与
を
支
給
し
て
い
な
い
。

【
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
原
文
】

賞
与
に
つ
い
て
、
会
社
の
業
績
等
へ
の
労
働

者
の
貢
献
に
応
じ
て
支
給
し
て
い
る
Ａ
社

に
お
い
て
は
、
通
常
の
労
働
者
に
は
職
務
の

内
容
や
会
社
の
業
績
等
へ
の
貢
献
等
に
か

か
わ
ら
ず
全
員
に
何
ら
か
の
賞
与
を
支
給

し
て
い
る
が
、
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者

に
は
支
給
し
て
い
な
い
。

【
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
原
文
】

役
職
手
当
に
つ
い
て
、
役
職
の
内
容
に
対
し

て
支
給
し
て
い
る
Ａ
社
に
お
い
て
、
通
常
の

労
働
者
で
あ
る
Ｘ
の
役
職
と
同
一
の
役
職

名
で
あ
っ
て
同
一
の
内
容
の
役
職
に
就
く

有
期
雇
用
労
働
者
で
あ
る
Ｙ
に
、
Ｘ
に
比
べ

役
職
手
当
を
低
く
支
給
し
て
い
る
。

業
績
・
貢
献
に
応
じ
て

賞
与
も
均
衡
待
遇
を

れ
る
④
精
皆
勤
手
当
も
、
正
社
員
と
同
じ
職

務
に
従
事
し
て
い
る
な
ら
ば
、
同
様
に
支
給

す
べ
き
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
一
方
で
、
次
の
よ
う
な
相
違
が
認
め
ら
れ

る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
要
約
す
る
と
、
欠
勤
に
関
し
て
、
正
社
員

は
査
定
に
伴
う
精
皆
勤
手
当
を
支
給
し
、
有

期
雇
用
労
働
者
に
は
そ
も
そ
も
査
定
を
行
っ

て
い
な
い
の
で
、
精
皆
勤
手
当
を
支
給
し
な

い
こ
と
は
問
題
な
い
と
い
う
事
例
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
所
定
の
労
働
時
間
を
超
え
て
働

い
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る
⑤
時
間
外
手
当
、

深
夜
あ
る
い
は
休
日
に
働
い
た
場
合
の
⑥
深

夜
労
働
・
休
日
労
働
手
当
―
―
こ
れ
も
正
社

員
と
同
一
の
割
増
率
な
ど
で
支
給
す
る
こ
と

を
求
め
て
い
る
。

　
続
い
て
、
通
勤
手
当
お
よ
び
出
張
旅
費
、

食
事
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
地
域
手
当
に

つ
い
て
見
て
い
く
。

【
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
原
文
】

Ａ
社
に
お
い
て
は
、
考
課
上
、
欠
勤
に
つ
い

て
マ
イ
ナ
ス
査
定
を
行
い
、
か
つ
、
そ
の
こ

と
を
待
遇
に
反
映
す
る
通
常
の
労
働
者
で

あ
る
Ｘ
に
は
、
一
定
の
日
数
以
上
出
勤
し
た

場
合
に
精
皆
勤
手
当
を
支
給
し
て
い
る
が
、

考
課
上
、
欠
勤
に
つ
い
て
マ
イ
ナ
ス
査
定
を

行
っ
て
い
な
い
有
期
雇
用
労
働
者
で
あ
る

Ｙ
に
は
、
マ
イ
ナ
ス
査
定
を
行
っ
て
い
な
い

こ
と
と
の
見
合
い
の
範
囲
内
で
、
精
皆
勤
手

当
を
支
給
し
て
い
な
い
。
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間
労
働
者
に
も
正
社
員
と
同
じ
待
遇
を
求
め

て
い
る
。
有
期
雇
用
労
働
者
に
は
「
労
働
契

約
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間
を
踏
ま
え
て
、

病
気
休
職
の
取
得
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
し
て
い
る
。

　「
有
期
雇
用
労
働
者
は
契
約
期
間
の
終
期

が
あ
る
の
で
、
私
傷
病
休
職
制
度
を
設
け
て

い
る
会
社
は
稀
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で

有
期
雇
用
労
働
者
が
病
気
休
職
す
る
場
合
、

会
社
側
の
対
応
と
し
て
は
労
務
を
免
除
し
て

本
人
が
自
発
的
に
退
職
す
る
か
、
労
働
契
約

の
期
間
満
了
ま
で
解
雇
猶
予
し
て
契
約
更
新

を
し
な
い
と
い
っ
た
対
応
が
一
般
的
で
し

た
」

　
今
回
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
、
有
期

雇
用
労
働
者
の
病
気
休
職
の
取
得
を
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
で
、
休
職

に
お
け
る
給
与
の
一
部
支
払
い
、
社
会
保
険

料
の
負
担
の
有
無
な
ど
も
気
に
な
る
と
こ
ろ

だ
。

　
慶
弔
休
暇
な
ど
と
は
別
の
「
法
定
外
の
有

給
の
休
暇
」、
い
わ
ゆ
る
「
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

休
暇
」
な
ど
の
取
得
に
つ
い
て
も
正
社
員
と

同
様
、
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
付
与

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た

有
期
労
働
契
約
を
更
新
し
て
い
る
場
合
に

は
、
当
初
の
契
約
開
始
時
か
ら
〝
通
算
〟
し

て
勤
続
期
間
を
算
定
す
る
べ
き
こ
と
と
し
て

い
る
。
一
つ
ひ
と
つ
細
部
に
わ
た
る
確
認
が

必
要
と
い
え
る
。

診
す
る
場
合
の
受
診
時
間
に
係
る
給
与
の
保

障
」
に
関
し
て
も
正
社
員
と
同
様
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
明
記
し
て
い
る
。
短
時
間・

有
期
雇
用
労
働
者
の
場
合
、
慶
弔
休
暇
に
関

す
る
規
程
を
そ
も
そ
も
設
け
て
い
な
い
会
社

も
多
い
が
、
今
後
、
正
社
員
と
同
様
に
な
る

よ
う
規
定
整
備
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。

　
た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
取
り
扱
い
は
問
題

と
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　
要
約
す
る
と
、
正
社
員
で
あ
れ
有
期
雇
用

労
働
者
で
あ
れ
出
勤
日
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、

同
様
の
慶
弔
休
暇
が
付
与
さ
れ
、
出
勤
日
が

異
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
で
あ
る
必
要
は

な
い
の
で
、
問
題
に
は
な
ら
な
い
事
例
と
い

え
る
。

　「
病
気
休
職
」
の
取
得
に
つ
い
て
は
短
時

契
約
期
間
内
で
あ
れ
ば
休
職
や

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇
も
認
め
ら
れ
る

　
教
育
訓
練
の
う
ち
、「
現
在
の
職
務
の
遂

行
に
必
要
な
技
能
ま
た
は
知
識
を
習
得
す
る

た
め
に
実
施
す
る
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
正

社
員
、
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
違
い

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
の
研
修
な
ど
を
実
施

す
る
必
要
が
あ
る
。
職
務
内
容
に
一
定
の
相

違
が
あ
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
そ
の
相
違
に
応

じ
た
教
育
訓
練
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
逆
に
い
え
ば
、
正
社
員
向
け
に
行
わ
れ
て

い
る
教
育
訓
練
制
度
で
、
業
務
上
必
要
な
技

能
、
知
識
な
ど
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
研
修

で
は
な
い
な
ら
ば
、
短
時
間
・
有
期
雇
用
労

働
者
が
研
修
な
ど
を
受
講
で
き
な
い
と
し
て

も
特
段
の
問
題
は
生
じ
な
い
。

　
ま
た
、
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置
お
よ
び

手
当
な
ど
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
雇
用
形
態

だ
け
を
理
由
に
し
た
異
な
る
取
り
扱
い
は
、

均
衡
待
遇
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
。

正
社
員
と
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
が
同

じ
業
務
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
、
両
者

に
同
一
の
措
置
、
手
当
の
給
付
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 そ

の
他

（
教
育
訓
練
・
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置
）

業
務
上
必
要
な
教
育
訓
練
な
ら
ば

差
別
な
く
同
じ
機
会
を

　
要
約
す
る
と
、
採
用
す
る
地
域
を
限
定
し

て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
短
時
間
・
有
期
雇

用
労
働
者
に
支
給
す
る
通
勤
手
当
に
上
限
を

設
け
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
、
問
題
と
な
ら

な
い
事
例
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
通
勤
手
当
の
支
給
は
原
則
、
正

社
員
、
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
と
も
に

同
様
の
取
り
扱
い
が
求
め
ら
れ
る
も
の
と
考

え
て
間
違
い
な
い
。

　「
最
近
、
通
勤
手
当
の
支
給
に
関
し
て
均

衡
待
遇
違
反
を
認
め
た
裁
判
が
相
次
い
で
い

ま
す
。『
ハ
マ
キ
ョ
ウ
レ
ッ
ク
ス
事
件
』（
本

誌
11
ペ
ー
ジ
参
照
）
で
は
、『
通
勤
手
当
は
、

通
勤
に
要
す
る
交
通
費
を
補
填
す
る
趣
旨
で

支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
労
働
契

約
に
期
間
の
定
め
が
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て

通
勤
に
要
す
る
費
用
が
異
な
る
も
の
で
は
な

い
。
ま
た
、
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更

の
範
囲
が
異
な
る
こ
と
は
、
通
勤
に
要
す
る

費
用
の
多
寡
と
は
直
接
関
連
す
る
も
の
で
は

な
い
』
と
し
、
さ
ら
に
、『
通
勤
手
当
に
差

異
を
設
け
る
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
と
の
評

価
を
妨
げ
る
そ
の
他
の
事
情
も
う
か
が
わ
れ

な
い
』
と
明
確
に
判
示
し
て
い
ま
す
」

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
な

い
が
、
住
宅
手
当
の
支
給
を
め
ぐ
る
労
働
裁

判
で
一
定
の
判
断
が
示
さ
れ
て
お
り
、
注
意

が
必
要
だ
。
特
に
、
首
都
圏
で
は
賃
貸
物
件

を
含
め
て
、
住
宅
に
要
す
る
費
用
負
担
が
重

い
傾
向
が
あ
る
の
で
、
働
き
手
に
と
っ
て
も

住
宅
手
当
の
有
無
に
は
大
き
な
関
心
が
あ
る

だ
ろ
う
。

　
住
宅
手
当
が
支
給
さ
れ
て
き
た
背
景
に

は
、
会
社
の
都
合
に
よ
る
人
事
異
動
が
あ
る
。

正
社
員
は
全
国
転
勤
が
前
提
で
あ
り
、
教
育

目
的
、
人
事
交
流
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で

各
地
へ
の
転
勤
を
命
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の

転
勤
の
際
の
住
居
費
を
会
社
が
支
援
す
る
。

こ
れ
が
住
宅
手
当
の
目
的
だ
。

　「
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
場
合
、

地
域
限
定
で
あ
っ
て
契
約
上
も
転
勤
が
な
い

と
す
れ
ば
、
住
宅
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
こ

と
に
不
合
理
が
あ
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
勤
務
地
が
限
定
さ
れ
な
い
転
勤
の
可

能
性
が
あ
る
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
に

つ
い
て
は
、
問
題
を
指
摘
さ
れ
る
可
能
性
は

あ
り
ま
す
」

　
さ
ら
に
、
近
年
は
正
社
員
で
も
「
地
域
限

定
社
員
」
な
ど
と
し
て
勤
務
地
が
限
定
さ
れ

る
雇
用
区
分
も
制
度
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ

の
中
で
、
地
域
限
定
社
員
に
は
住
宅
手
当
が

あ
る
の
に
、
同
じ
勤
務
地
限
定
の
契
約
社
員

な
ど
に
は
支
給
さ
れ
な
い
と
な
れ
ば
、
や
は

り
不
合
理
と
判
断
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
だ

ろ
う
。

　 厚生労働省では、 労働契約法に係る通達
（2012年8月10日基発0810第2号）の中で、「と
りわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などに
ついて労働条件を相違させることは、職務の内
容、当該職務の内容及び配置の変更その他の事
情を考慮して特段の理由がない限り合理的と
は認められないと解されるものであること」と
示しています。
　同一労働同一賃金を進める上で最優先すべ
き手当は、「通勤手当（特に長距離勤務手当）」、

「食事手当」、「安全手当」の3つといえます。
　正社員と異なる取り扱いが認められるのは、

「食事時間には勤務していない」「危険作業には
従事していない」といった支給の前提条件を欠
く場合に限られます。

CAUTION

まずは3つの手当を確認
通勤手当、食事手当、安全手当

　「
福
利
厚
生
施
設
（
給
食
施
設
、
休
憩
室
、

更
衣
室
）」
の
利
用
は
職
務
内
容
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
じ
事
業
所
で
働
い
て
い
る
正
社
員

と
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
と
の
間
で
、

同
様
の
取
り
扱
い
を
す
る
こ
と
を
求
め
て
い

る
。

　「
た
だ
し
、
社
員
食
堂
の
運
営
な
ど
の
費

用
を
正
社
員
か
ら
の『
共
済
費
』な
ど
に
よ
っ

て
賄
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
場
合
、『
共
済
会
』
と
い
っ
た
会
社
か

ら
独
立
し
た
別
の
組
織
に
よ
っ
て
運
営
・
設

置
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
の

で
、
会
員
（
費
用
を
負
担
し
て
い
る
正
社
員
）

だ
け
が
利
用
で
き
る
こ
と
に
一
定
の
理
由
は

あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
」

　「
転
勤
者
用
社
宅
」
は
、
正
社
員
と
同
じ

支
給
要
件
―
―
例
え
ば
、
転
勤
の
有
無
、
扶

養
家
族
の
有
無
、
住
宅
の
賃
貸
、
収
入
額
な

ど
の
条
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
短
時
間
・

有
期
雇
用
労
働
者
に
も
利
用
を
認
め
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

　「
慶
弔
休
暇
」
や
「
健
康
診
断
に
伴
う
勤

務
免
除
」、「
健
康
診
断
を
勤
務
時
間
中
に
受

職
務
内
容
に
か
か
わ
ら
ず

施
設
利
用
は
正
社
員
と
同
様
に

福
利
厚
生

住
宅
手
当
を
め
ぐ
る
待
遇

今
後
は
指
摘
さ
れ
る
可
能
性
も

　
⑦
通
勤
手
当
お
よ
び
出
張
旅
費
、
⑧
食
事

手
当
、
⑨
単
身
赴
任
手
当
、
⑩
地
域
手
当
で

は
、「
同
じ
会
社
・
場
所
で
働
い
て
い
る
」

な
ら
ば
、
正
社
員
と
同
じ
手
当
を
支
給
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
出
張
旅
費
に
関
し
て
は

正
社
員
の
場
合
、
旅
費
規
程
な
ど
が
整
備
さ

れ
、
出
張
の
際
に
は
旅
費
・
出
張
手
当
な
ど

が
一
定
の
条
件
の
も
と
支
給
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
は
存

在
し
な
い
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。

　
通
勤
手
当
に
つ
い
て
、
正
社
員
と
の
相
違

が
許
容
さ
れ
る
事
例
を
見
て
み
よ
う
。

同
じ
会
社
・
同
じ
場
所
で
働
く

メ
ン
バ
ー
な
ら
ば
待
遇
も
同
じ
に

【
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
原
文
】

Ａ
社
に
お
い
て
は
、
本
社
の
採
用
で
あ
る
労

働
者
に
対
し
て
は
、
交
通
費
実
費
の
全
額
に

相
当
す
る
通
勤
手
当
を
支
給
し
て
い
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
店
舗
の
採
用
で
あ
る
労
働
者

に
対
し
て
は
、
当
該
店
舗
の
近
隣
か
ら
通
う

こ
と
が
で
き
る
交
通
費
に
相
当
す
る
額
に

通
勤
手
当
の
上
限
を
設
定
し
て
当
該
上
限

の
額
の
範
囲
内
で
通
勤
手
当
を
支
給
し
て

い
る
と
こ
ろ
、
店
舗
採
用
の
短
時
間
労
働
者

で
あ
る
Ｘ
が
、
そ
の
後
、
本
人
の
都
合
で
通

勤
手
当
の
上
限
の
額
で
は
通
う
こ
と
が
で

き
な
い
と
こ
ろ
へ
転
居
し
て
な
お
通
い
続

け
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
上
限
の
額
の
範

囲
内
で
通
勤
手
当
を
支
給
し
て
い
る
。

【
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
原
文
】

Ａ
社
に
お
い
て
は
、
通
常
の
労
働
者
で
あ
る

Ｘ
と
同
様
の
出
勤
日
が
設
定
さ
れ
て
い
る
短

時
間
労
働
者
で
あ
る
Ｙ
に
対
し
て
は
、
通
常

の
労
働
者
と
同
様
に
慶
弔
休
暇
を
付
与
し
て

い
る
が
、
週
２
日
の
勤
務
の
短
時
間
労
働
者

で
あ
る
Ｚ
に
対
し
て
は
、
勤
務
日
の
振
替
で

の
対
応
を
基
本
と
し
つ
つ
、
振
替
が
困
難
な

場
合
の
み
慶
弔
休
暇
を
付
与
し
て
い
る
。

「同一労働同一賃金ガイドライン」を読み解く人事・労務の検討課題とは何か
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2020年4月の「パートタイム・有期雇用労働法」の施行を目前に控え、まだ準備ができていないという企業は急ぎ自社の賃
金制度、従業員の雇用形態などを総点検する必要がある。厚生労働省では、同一労働同一賃金の実現に向けた取り組みを分
かりやすく解説した冊子『パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書』を取りまとめている。この冊子に則っ
て実務的な対応の手順を解説しよう。

監修：北岡大介 氏

企業が今すぐ対応するべき
「同一労働同一賃金」実現への段取り雇

用
関
係
は
直
接
雇
用
で
す
か
？

実務対応

同一労働同一賃金 導入フローチャート
Start

チェック 
１

雇用関係は直接雇用ですか？
出先の事務所や営業所などの現地採用も含め、
短時間・有期雇用労働者を直接雇用しているかをチェック。

No
待遇に差がない

現段階での対応は特に必要ありません。将来の賃
金体系などを変更する際には「同一労働同一賃金」
の考え方を踏まえた制度設計を心がけましょう。

Yes
説明できる

現段階での対応は特に必要ありません。
将来賃金体系などを変更する際には「同
一労働同一賃金」の考え方を踏まえた制
度設計を心がけましょう。

待遇差が不合理と判断される可能性があります。改善に向けて、以下の手順で改善に取り組みましょう。

チェック 
2

雇用形態による待遇の差はありますか？
正社員と短時間・有期雇用労働者の待遇差をチェック。

Yes
雇用している

Yes
待遇に差がある

No
雇用していない

現段階での対応は特に必要ありません。将来雇用
する予定がある場合は賃金制度を確認して不合
理な待遇の相違に気をつけましょう。

チェック 
3

待遇に差がある理由を説明できますか？
正社員との待遇差について短時間・有期雇用労働者が納得で
きる説明ができるかをチェック。

No
説明できない

!

　
自
社
の
従
業
員
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
雇
用

関
係
な
の
か
、
ま
ず
は
現
状
把
握
か
ら
始
め
よ

う
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
で
対

象
と
し
て
い
る
「
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
」

を
自
社
で
直
接
雇
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確

認
し
て
い
こ
う
。
法
律
の
対
象
と
な
る
従
業
員

は
次
の
2
つ
の
雇
用
形
態
だ
。

①
短
時
間
労
働
者
（
正
社
員
と
比
較
し
て
1
週

間
当
た
り
の
所
定
労
働
時
間
が
短
い
労
働
者
。

雇
用
契
約
期
間
の
有
期
・
無
期
は
問
わ
な
い
）

　

こ
こ
で
い
う
正
社
員
と
は
、
地
域
限
定
社
員

な
ど
社
内
で
の
呼
び
方
に
関
係
な
く
、「
フ
ル

タ
イ
ム
」
で
雇
用
契
約
期
間
の
定
め
の
な
い
働

き
方
を
し
て
い
る
「
無
期
雇
用
」
の
労
働
者
と

す
る
（
役
員
は
含
ま
な
い
）。
な
お
、
同
じ
事

業
所
内
に
正
社
員
が
配
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同

一
企
業
・
法
人
内
の
別
の
事
業
所
に
い
る
場
合

も
該
当
す
る
。

②
有
期
雇
用
労
働
者
（
雇
用
契
約
期
間
の
定
め

の
あ
る
労
働
者
）

　
①
②
の
い
ず
れ
の
雇
用
形
態
の
従
業
員
も
い

な
い
場
合
は
、
現
段
階
で
は
法
律
の
施
行
に
伴

い
何
か
対
応
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た

だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
自

社
で
働
く
す
べ
て
の
従
業
員
を
正
し
く
把
握
し

き
れ
て
い
る
か
」
―
―
と
い
う
点
だ
。

　
地
方
の
事
業
所
・
営
業
所
、
現
場
の
出
先
事

務
所
な
ど
で
雇
い
入
れ
て
い
る
短
時
間
・
有
期

雇
用
労
働
者
も
人
事
が
き
ち
ん
と
精
査
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
以
前
は
請
負
契
約

で
業
者
や
個
人
に
委
託
し
て
い
た
が
、
い
つ
の

間
に
か
事
業
所
で
直
接
雇
用
し
て
い
た
、
あ
る

い
は
事
業
所
の
繁
忙
期
に
合
わ
せ
て
ス
ポ
ッ
ト

的
に
雇
用
し
て
い
る
労
働
者
が
い
る
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
記
入
例
を
参
考
に
雇
用
状
況
を
把
握
す
る
た

め
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
自
社
で
働
く
短
時
間
・

有
期
雇
用
労
働
者
を
漏
れ
な
く
書
き
出
し
て
い

こ
う
。
同
じ
呼
び
方
の
社
員
で
も
業
務
内
容
が

異
な
れ
ば
、
支
給
さ
れ
る
手
当
に
違
い
が
あ
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
パ
ー
ト
ナ
ー
社
員
、

契
約
社
員
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
ア
ル
バ
イ
ト

な
ど
、
自
社
で
用
い
て
い
る
雇
用
区
分
を
す
べ

て
洗
い
出
し
た
上
で
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
い
く
。

チェック 
１

雇用区分 労働時間 契約期間 人数

パートナー社員
（販売） フルタイム 有期 15人

パートナー社員
（配送） フルタイム 有期 5人

アルバイト 短時間 有期 5人

…… …… …… ……

 雇用状況を書き出して把握しよう

　育児や介護のために時短勤務をして
いる正社員もいる。時短勤務正社員は職
務内容・責任、異動などが軽減されてい
る場合が多く、その結果として職務内
容・責任、人材活用の仕組み・運用が短時
間・有期雇用労働者と異ならない状態も
生じえる。この場合、均衡処遇違反とし
て問題になるだろうか。
　この点については先例がなく判然とし
ないが、この場合、会社側は育児介護休業
法に基づく配慮措置として、当該時短勤
務を行っている点などが均衡処遇判断に
おける「その他事情」として考慮され、同
条違反に当たらないと判断されるべきと
考える。

〈記入例〉

「時短勤務」の正社員は
比較対象とされて

均衡待遇違反になる？

手順書やマニュアルなど
国の支援ツールを活用しよう

厚生労働省では、同一労働同一賃金に
関する特集ページをウェブサイト上に
設け、『パートタイム・有期雇用労働法 
対応のための取組手順書』（右）をはじ
め、企業が同一労働同一賃金を導入す
るためのさまざまな支援ツールを公表
しています。これらを活用して取り組
みましょう。

待遇の差が「不合理ではな
い」ことを説明できるよう
に整理しましょう。

手順 ❶

待遇差が明らかに不合理な
場合は、短時間・有期雇用労
働者の待遇改善に向けて検
討を始めましょう。

手順 ❷

「不合理な待遇差」の改善に
向け、労働者の意見もヒア
リングして計画的に取り組
みましょう。

手順 ❸

待遇の差を
説明できるようにする

法違反の状況から
脱却する 改善計画を作成する
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雇
用
形
態
に
よ
る
待
遇
の
差
は
あ
り
ま
す
か
？

待
遇
に
差
が
あ
る
理
由
を
説
明
で
き
ま
す
か
？

　
従
業
員
の
雇
用
区
分
を
整
理
し
た
ら
、
次
は

雇
用
区
分
ご
と
に
基
本
給
・
賞
与
・
手
当
・
福

利
厚
生
・
そ
の
他
（
一
例
と
し
て
教
育
訓
練
、

安
全
管
理
措
置
）
な
ど
の
待
遇
で
、
正
社
員
と

違
い
が
あ
る
か
確
認
し
て
い
く
。
本
誌
14
～
19

ペ
ー
ジ
の
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
読
み
解
く
」
を

参
照
し
な
が
ら
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
は
雇
用
区
分
ご
と
の
待
遇
の
状
況
を
整

理
し
、
次
は
そ
の
待
遇
に
違
い
が
あ
る
理
由
を

検
証
す
る
。
正
社
員
と
短
時
間
・
有
期
雇
用
労

働
者
で
は
、
働
き
方
や
役
割
が
異
な
る
の
で
あ

れ
ば
、
基
本
給
、
賞
与
、
手
当
な
ど
に
違
い
が

あ
っ
て
も
理
由
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ

こ
で
、
な
ぜ
待
遇
に
違
い
が
あ
る
の
か
、
そ
れ

ぞ
れ
の
待
遇
ご
と
に
「
不
合
理
で
は
な
い
」
と

い
え
る
も
の
か
を
判
断
し
て
い
く
。

［
基
本
給
］

職
務
の
内
容
・
責
任
な
ど
が
同
じ
な
ら
ば
、
短
時
間
・

有
期
雇
用
労
働
者
と
い
う
こ
と
だ
け
で
待
遇
に
差

を
つ
け
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

［
役
職
手
当
・
職
務
関
連
手
当
］

従
業
員
の
役
職
、
例
え
ば
「
店
長
」
に
対
し
て
支

給
す
る
手
当
な
ら
、
同
一
の
支
給
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
同
様
の
手
当
と
し
て
、「
特
殊
作
業
手

当
︵
同
一
の
危
険
度
ま
た
は
作
業
環
境
の
場
合
に

支
給
︶」「
精
皆
勤
手
当
︵
同
一
の
業
務
内
容
の
場

合
︶」
な
ど
が
あ
る
。

［
通
勤
手
当
］

同
じ
会
社
・
場
所
で
働
い
て
い
る
な
ら
ば
、
正
社

員
と
同
一
の
支
給
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同

様
の
手
当
と
し
て
、「
単
身
赴
任
手
当
︵
同
一
の
支

給
要
件
を
満
た
す
場
合
︶」
な
ど
が
あ
る
。

［
賞
与
］

会
社
の
業
績
な
ど
に
応
じ
て
支
給
す
る
賞
与
に
つ

い
て
は
、
そ
の
業
績
に
対
す
る
貢
献
度
に
応
じ
て

正
社
員
と
同
一
に
支
給
。

［
時
間
外
手
当
］

時
間
外
、
休
日
、
深
夜
労
働
を
行
っ
た
場
合
、
正

社
員
と
同
一
の
割
増
率
な
ど
で
支
給
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

［
家
族
手
当
・
住
宅
手
当
］

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
規
定
が
設
け
ら
れ
て
は
い
な

い
が
、
法
律
の
求
め
る
均
衡
待
遇
・
均
等
待
遇
規

定
の
対
象
と
な
る
。
近
年
は
住
宅
手
当
の
待
遇
差

を
め
ぐ
る
労
働
裁
判
も
起
き
て
い
る
。

チェック

2
チェック

3

企業が今すぐ対応するべき  「同一労働同一賃金」実現への段取り

　手当を支給する目的や実態が形骸化しているケースが
ある。例えば「フォークリフトを使う作業は正社員のみが
行う」としており、正社員にはその手当を支給しているも
のの、実際の現場ではアルバイトもフォークリフトを使っ
た作業を行っていたが手当は支払われていないといった
場合は要注意だ。こういったケースでは、現場でのヒアリ
ングや実態調査も必要になってくるだろう。

　待遇に違いがある場合、「パートだから」
「有期雇用だから」といった〝主観的・抽象
的〟な理由は認められない。職務内容や職
業能力などの〝客観的・具体的〟な実態に
照らし合わせた、合理的な理由でなければ
ならない。

手当は実態に即して
支給されている？主観的・抽象的な理由は

認められない

正社員と短時間・有期雇用労働者の給与明細書をそれぞれ比較しよう待遇ごとに検証しよう

■チェックシート見本 〈手当〉 正社員 契約社員
〈例〉

待遇を確認する際は、給与明細を照らし合わせると一目瞭然です。明細項目と金額を比較しましょう。厚生労働省『パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書』のチェックシート（下）を利用して、
待遇差の理由を明文化しましょう。

支
給
額

基本給 220,000 

役職手当 60,000 

通勤手当 10,000 

賞与

時間外手当

深夜出勤手当

休日出勤手当

家族手当 25,000 

住宅手当 30,000 

給 与 明 細 書
（2020年1月分）

〇〇〇〇〇殿

支
給
額

基本給 180,000 

役職手当 40,000 

通勤手当 10,000 

賞与

時間外手当

深夜出勤手当

休日出勤手当

家族手当 15,000 

住宅手当

給 与 明 細 書
（2020年1月分）

〇〇〇〇〇殿

■チェックシート記入例 〈手当〉※正社員に対して支給されている手当をすべて書き出し、短時間・有期雇用労働者への支給の違いについて洗い出してみましょう。

手当の種類 待遇の違いの有無（あてはまるものに○）

通勤手当
ア 正社員、短時間・有期雇用労働者とも同じ基準で支給している
イ 正社員には支給するが、短時間・有期雇用労働者には支給しない。または支給基準が異なる。

手当の支給目的 通勤に要する交通費を補填する目的で支給。
正社員の支給状況 交通費実費の全額に相当する通勤手当を支給。

短時間・有期雇用労働者
の支給状況 支給なし。

違いを設けている理由
【記載例】 短時間・有期雇用労働者は原則、徒歩や自転車で通勤できる範囲から採用しており、通勤に要する交通費の負担がないと
　　　　 考えられるため。

【ＮＧ例】 短時間・有期雇用労働者は勤務日数が少ないため、支給していない。

■チェックシート記入例 〈基本給〉※対象となる短時間・有期雇用労働者と、最も業務内容が近い正社員の基本給について、取り扱いの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　違いを洗い出してみましょう。

待遇の違いの有無（あてはまるものに○）

基本給
ア 正社員、短時間・有期雇用労働者とも同じ基準で支給している
イ 正社員、短時間・有期雇用労働者の支給基準は異なる

基本給の
決定要素 正社員 短時間・有期雇用労働者

職務の
遂行能力 非常に重要 やや重要 重要ではない 非常に重要 やや重要 重要ではない

業務の内容や
責任の重さ 非常に重要 やや重要 重要ではない 非常に重要 やや重要 重要ではない

仕事の
成果や業績 非常に重要 やや重要 重要ではない 非常に重要 やや重要 重要ではない

…… …… …… …… …… …… ……

違いを設けて
いる理由

【記載例】 正社員には月間の販売ノルマがあるため責任が重いが、短時間・有期雇用労働者にはノ
　　　　 ルマがなく、責任の程度が違うため。

【ＮＧ例】 短時間・有期雇用労働者の賃金制度をまだ整備していないため。

厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書」より作成
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待
遇
の
違
い
の
整
理
か
ら
始
め
る

待
遇
改
善
の
取
り
組
み

　
従
業
員
の
雇
用
区
分
に
応
じ
た
待
遇
が
検
証

で
き
た
ら
、
正
社
員
と
短
時
間
・
有
期
雇
用
労

働
者
の
待
遇
の
相
違
に
つ
い
て
整
理
し
よ
う
。

そ
し
て
、「
不
合
理
で
は
な
い
」
場
合
は
、
手
順

❶
﹁
待
遇
の
差
を
説
明
で
き
る
よ
う
に
す
る
﹂

た
め
の
文
書
を
ま
と
め
る
（
下
）。

　
今
回
の
法
律
で
は
、
従
業
員
の
雇
い
入
れ
時

に
雇
用
管
理
上
の
措
置
の
内
容
を
説
明
す
る
義

務
を
会
社
に
課
し
て
い
る
。
さ
ら
に
従
業
員
か

ら
正
社
員
と
の
待
遇
差
に
関
し
て
説
明
を
求
め

ら
れ
た
場
合
、
会
社
は
相
違
理
由
な
ど
を
説
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
会
社
側
は
、
相
談
窓

口
の
明
示
や
担
当
者
間
に
お
け
る
対
応
手
順
、

可
能
で
あ
れ
ば
説
明
内
容
の
事
前
明
示
な
ど
の

対
応
を
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
社
内
的
に
明
ら
か
で

あ
る
場
合
、
手
順
❷
﹁
法
違
反
の
状
況
か
ら
脱

却
す
る
﹂、
手
順
❸
﹁
改
善
計
画
を
作
成
す
る
﹂

に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
な
お
「
不
合
理
で

は
な
い
」
と
い
え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
よ
り

均
衡
の
と
れ
た
雇
用
管
理
に
向
け
て
改
善
の
余

地
が
な
い
か
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
。

　
都
市
銀
行
A
社
で
は
、
２
０
０
８
年
か
ら
正

社
員
と
パ
ー
ト
ナ
ー
社
員
（
※
１
）
に
共
通
の
職

務
等
級
制
度
を
導
入
。
職
務
給
（
基
本
給
）
は

役
割
等
級
・
職
務
グ
レ
ー
ド
で
決
ま
る
制
度
設

計
で
、
職
務
等
級
が
同
じ
な
ら
正
社
員
・
パ
ー

ト
ナ
ー
社
員
（
フ
ル
タ
イ
ム
）
の
区
別
な
く
、

時
間
当
た
り
の
職
務
給
は
同
一
で
支
給
さ
れ
る
。

　
職
務
等
級
制
度
は
14
段
階
に
区
分
さ
れ
て
い

る
が
、
パ
ー
ト
ナ
ー
社
員
だ
か
ら
と
い
う
理
由

で
、
一
定
の
職
務
グ
レ
ー
ド
ま
で
し
か
昇
格
・

昇
級
で
き
な
い
と
い
う
上
限
は
な
く
、
パ
ー
ト

ナ
ー
社
員
で
も
管
理
職
を
目
指
せ
る
人
材
活
用

の
仕
組
み
が
で
き
て
い
る
。

　
※
１
　
原
則
1
年
更
新
の
有
期
雇
用
の
従
業
員

　
家
具
・
イ
ン
テ
リ
ア
小
売
業
の
B
社
で
は
、

社
内
の
雇
用
形
態
を
「
総
合
職
社
員
」「
エ
リ

ア
限
定
総
合
職
社
員
」「
契
約
社
員
」「
パ
ー
ト・

ア
ル
バ
イ
ト
社
員
」
の
4
形
態
に
整
理
。
社
員

の
希
望
、
状
況
に
合
わ
せ
て
雇
用
形
態
を
変
更

で
き
る
雇
用
管
理
制
度
を
採
用
し
て
い
る
。
ま

た
、
雇
用
形
態
間
で
の
公
平
性
を
踏
ま
え
た
処

遇
を
設
定
し
て
い
る
。

　
な
お
、
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
が
全
従

業
員
の
85
％
を
占
め
る
B
社
で
は
、
現
場
の
最

前
線
を
支
え
る
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
社
員
の

存
在
を
重
視
し
、
個
人
の
意
欲
や
能
力
に
合
わ

せ
て
公
平
に
時
給
が
決
定
さ
れ
る
「
作
業
実
施

度
別
賃
金
制
度
」
を
適
用
し
て
い
る
。

　
生
活
用
品
販
売
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
C

社
で
は
、正
社
員
で
あ
る
「
フ
ル
タ
イ
ム
ス
タ
ッ

フ
」「
福
祉
事
業
専
門
ス
タ
ッ
フ
」
と
、
短
時

間
労
働
者
の
「
定
時
ス
タ
ッ
フ
」
の
間
で
共
通

の
同
一
評
価
基
準
を
適
用
し
て
い
る
。
具
体
的

に
は
「
仕
事
の
大
き
さ
」
と
「
ス
タ
ッ
フ
の
能

力
の
高
さ
」
の
2
つ
が
評
価
基
準
と
な
っ
て
お

り
、
そ
の
評
価
に
基
づ
い
た
同
一
賃
金
制
度
を

導
入
し
て
い
る
。

　
配
偶
者
出
産
休
暇
、
子
育
て
支
援
手
当
と

い
っ
た
福
利
厚
生
に
関
し
て
も
基
本
的
に
は
雇

用
形
態
に
か
か
わ
ら
ず
同
じ
取
り
扱
い
だ
。
ま

た
、
永
年
勤
続
表
彰
制
度
で
の
特
別
休
暇
の
日

数
も
同
じ
だ
が
、
表
彰
金
の
額
は
制
度
趣
旨
を

踏
ま
え
て
、
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
と
定
時
勤
務
で

２
対
１
の
差
を
設
け
て
あ
る
。

　
独
立
系
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
の
D
社
で
は
、
3

種
あ
っ
た
雇
用
形
態
を
す
べ
て
「
正
社
員
」
に

統
一
し
て
、
２
０
１
７
年
に
全
社
共
通
人
事
制

度
を
導
入
し
た
。
具
体
的
に
は
、
フ
ル
タ
イ
ム

の
専
門
職
社
員
は
一
律
、
総
合
職
に
職
種
転
換
。

有
期
雇
用
社
員
だ
っ
た
「
メ
イ
ト
社
員
」
は
無

期
雇
用
に
転
換
し
た
上
で
一
律
、
総
合
職
と
し

て
登
用
し
た
。
従
業
員
の
雇
用
形
態
が
正
社
員

に
一
本
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
雇
用
形
態
の
区
別

も
撤
廃
さ
れ
て
い
る
。
昇
格
上
限
も
廃
止
さ
れ
、

福
利
厚
生
な
ど
は
従
前
の
総
合
職
の
水
準
に
引

き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
新
制
度
へ
の
移
行
に
あ
た
っ
て
、
全
社

員
が
新
し
い
役
割
等
級
制
度
の
中
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
基
本
的
に
「
現
在

の
処
遇
以
上
」
の
方
針
で
実
施
さ
れ
た
こ
と
も

混
乱
が
生
じ
な
か
っ
た
理
由
と
な
っ
て
い
る
。

　
大
手
外
食
チ
ェ
ー
ン
の
E
社
で
は
、
各
店
舗

の
店
長
の
う
ち
約
8
割
は
有
期
雇
用
社
員
で
、

人
材
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い

た
。
そ
こ
で
２
０
０
７
年
に
地
域
限
定
正
社
員

の
「
エ
リ
ア
社
員
」（
通
勤
時
間
1.5
時
間
程
度
）、

２
０
１
６
年
に
は
正
社
員
転
換
の
要
件
が
比
較

的
容
易
な
「
フ
ィ
ー
ル
ド
社
員
」
を
導
入
し
、

有
期
雇
用
社
員
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
正
社
員

を
目
指
し
や
す
い
環
境
を
整
備
し
た
。

　
エ
リ
ア
社
員
に
つ
い
て
は
年
間
40
人
前
後
が

有
期
雇
用
社
員
か
ら
転
換
し
て
お
り
、
こ
の
う

ち
女
性
が
約
3
割
を
占
め
る
。
E
社
の
正
社
員

区
分
は
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
エ
リ
ア
社
員
が
所

定
の
研
修
な
ど
を
行
う
こ
と
で
転
換
で
き
る

「
グ
ロ
ー
バ
ル
社
員
（
※
２
）」
を
設
け
て
い
る
が
、

エ
リ
ア
社
員
と
グ
ロ
ー
バ
ル
社
員
に
は
共
通
の

職
務
等
級
制
度
を
適
用
し
、
同
じ
職
務
内
容
で

あ
る
場
合
は
同
額
の
基
本
給
を
設
定
し
て
い

る
。

　
※
２
　
無
期
・
無
限
定
雇
用
の
正
社
員

手順 
❶～❸

　正社員との待遇の違いを
納得してもらうためには、
それぞれの手当の支給目的
を明確にすることが大切だ。

「正社員に支給している○○
手当はこの業務に応じて支
給しています。この業務は
正社員のみが行うことに
なっているので、業務の対象
とならない短時間・有期雇
用労働者には支給していま
せん」など、理由がはっきり
していれば、納得も得られや
すい説明といえるだろう。

待遇の違いを
納得してもらうコツ

２　待遇の違いの有無とその内容、理由

１　比較対象となる正社員
販売部門の正社員（おおむね勤続3年までの者）。

　　比較対象となる正社員の選定理由

職務の内容が同一である正社員はいないが、同じ販売部門の業務を担当している正社員で、
同程度の能力を有する者は、おおむね勤続3年までの者であるため。

基本給

正社員との待遇の違いの有無と、その内容 ある ない

アルバイト社員は時給1100円、比較対象となる正社員は、販売ノルマの達成
状況に応じて1100～1400円（時給換算）です。

待遇の違いがある理由

正社員には月間の販売ノルマがあり、会社の示したシフトで勤務しますが、
アルバイト社員は希望に沿ったシフトで勤務できるといった違いがあるた
め、正社員には重い責任を踏まえた支給額としています。

賞与

待遇の目的

社員の貢献度に応じて会社の利益を配分するために支給します。

ある ない正社員との待遇の違いの有無と、その内容

アルバイト社員は店舗全体の売上に応じて一律に支給（○○円～△△円）し
ています。正社員については目標管理に基づく人事評価の結果に応じて、基
本給の0ヵ月～4ヵ月（最大××円）を支給しています。

待遇の違いがある理由

アルバイト社員には販売ノルマがないので、店舗全体の売り上げが一定額以
上を超えた場合、一律に支給しています。正社員には販売ノルマを課してい
るため、その責任の重さを踏まえて、目標達成に応じた支給とし、アルバイ
ト社員よりも支給額が多くなる場合があります。

通勤手当

待遇の目的

通勤に必要な費用を支給するものです。

ある ない正社員との待遇の違いの有無と、その内容

正社員、アルバイト社員ともに交通費の実費相当分（全額）を支給しています。

待遇の違いがある理由

あなたと正社員との待遇の違いの有無、内容、理由は以下の通りです。
ご不明な点は「相談窓口」の担当者までおたずねください。

年　  月　  日

○○○○○殿
事業所名称・代表者名

待遇差の理由を文書にまとめよう 〈記入例〉

企業
事例

同
一
労
働
同
一
賃
金
の
施
行
に
先
駆
け
て
、
賃
金
制
度
や
雇
用
形
態
な
ど
待
遇
改
善
に
取
り
組
ん
で
い

る
企
業
の
先
行
事
例
を
、厚
生
労
働
省
の﹁
多
様
な
人
材
活
用
で
輝
く
企
業
応
援
サ
イ
ト
﹂か
ら
見
る
。

出所：厚生労働省「多様な人材活用で輝く企業応援サイト」　https://tayou-jinkatsu.mhlw.go.jp/cases/

正
社
員
と
有
期
雇
用
社
員
に

共
通
の
職
務
等
級
制
度

CASE 1

雇
用
形
態
の
変
更
を
柔
軟
に
認
め
て

﹁
長
く
働
け
る
﹂
職
場
づ
く
り

CASE 2

正
社
員
と
同
一
の

評
価
基
準
・
賃
金
制
度
を
適
用

CASE 3

雇
用
形
態
を
す
べ
て

正
社
員
に
一
本
化

CASE 4

有
期
雇
用
社
員
が
正
社
員
を

目
指
し
や
す
い
環
境
を
整
備

CASE 5
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　「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
と
い
う
言
葉
は
こ
の

機
関
誌
の
読
者
で
あ
れ
ば
、
以
前
か
ら
耳
に
し

て
い
る
だ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
は
、
欧
米
に
お
け

る
同
一
価
値
労
働
に
対
す
る
賃
金
の
問
題
で
あ

り
、
日
本
で
は
男
女
間
の
賃
金
格
差
の
問
題
と

し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
。
欧
米

に
お
け
る
職
務
給
、
つ
ま
り
職
務
の
大
き
さ
に

対
し
て
賃
金
が
決
ま
る
給
与
制
度
と
は
根
本
的

に
異
な
り
、
日
本
は
「
職
務
遂
行
能
力
」
と
い

う
実
体
が
な
く
評
価
が
難
し
い
曖
昧
な
も
の
を

等
級
や
賃
金
の
物
差
し
と
し
て
き
た
の
で
、「
職

務
（
労
働
）
が
同
一
価
値
で
あ
る
か
ど
う
か
」

を
議
論
す
る
素
地
が
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
２
０
１
６
年
に
『
ニ
ッ
ポ
ン
一
億

総
活
躍
プ
ラ
ン
』
が
閣
議
決
定
さ
れ
、「
同
一
労

働
同
一
賃
金
の
実
現
に
向
け
て
、
我
が
国
の
雇

用
慣
行
に
は
十
分
に
留
意
し
つ
つ
、
躊
躇
な
く

法
改
正
の
準
備
を
進
め
る
」
こ
と
が
明
記
さ
れ

た
。
同
年
に
出
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
れ

ば
、
そ
の
本
質
は
「
い
わ
ゆ
る
正
規
雇
用
労
働

者
（
無
期
雇
用
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
）
と
非
正

規
雇
用
労
働
者
（
有
期
雇
用
労
働
者
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
、
派
遣
労
働
者
）
の
間
の
不
合

理
な
待
遇
差
の
解
消
を
目
指
す
」
と
あ
り
、「
非

正
規
雇
用
労
働
者
の
賃
金
を
正
規
労
働
者
と
同

等
に
引
き
上
げ
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
か

な
り
矮
小
化
さ
れ
た
議
論
に
な
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
い
え
ば
、
実
質
賃
金
指
数
が
下
が
り
続
け

て
き
た
日
本
の
賃
金
を
上
昇
に
転
じ
さ
せ
、
消

費
の
喚
起
を
通
じ
て
企
業
業
績
の
上
昇
と
税
収

の
増
加
を
目
的
と
し
た
「
雇
用
制
度
の
改
革
」

と
い
う
よ
り
は
「
経
済
政
策
」
の
側
面
が
極
め

て
強
い
政
策
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
同
一
労
働
同
一
賃
金
に
対
応
す
る
た
め
に「
い

か
に
無
期
フ
ル
タ
イ
ム
の
給
与
を
引
き
下
げ
る

か
」
を
検
討
し
て
い
る
企
業
も
あ
る
と
聞
く
。

し
か
し
、
そ
れ
は
政
府
の
意
図
に
す
ら
そ
ぐ
わ

な
い
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
雇
用
の
在
り
方
を

さ
ら
に
ゆ
が
め
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
企
業

が
直
面
す
る
人
口
減
少
と
労
働
力
不
足
に
対
応

し
、
女
性
や
シ
ニ
ア
が
活
躍
し
や
す
い
環
境
と
、

労
働
者
の
価
値
観
の
変
化
に
よ
る
多
様
な
働
き

方
の
提
供
や
そ
れ
ら
を
通
じ
た
働
き
が
い
を
実

現
す
る
た
め
に
も
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
導

入
を
「
正
規
雇
用
労
働
者
と
非
正
規
雇
用
労
働

者
の
間
の
不
合
理
な
待
遇
差
の
解
消
」
に
と
ど

め
ず
、
本
質
的
な
対
応
の
努
力
を
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

ガイドラインに沿ってどのように
賃金制度を再設計していけばよい
のか、実務的なノウハウを伝える1
冊。正社員、パートタイマー、高年
齢者それぞれの給与を掘り下げ、
日本企業における賃金の実態につ
いて、前半を割いて丁寧に解説。後
半では同一労働同一賃金に対応し
た等級制度や賃金の設定方法、貢
献度の評価手順などを紹介。また、
雇用に関する国の統計をはじめ、
著者が開発した独自の賃金表・評
価表など役に立つ図版も満載で、
各企業で取り組む上で大いに参考
になるだろう。

2020 年 4 月スタート！
同一労働同一賃金

ガイドラインに沿った待遇と
賃金制度の作り方

菊谷寛之 著
第一法規

東京大学社会科学研究所教授で労
働法を専門とする著者は、有識者
メンバーとして「働き方改革実現
会議」に参加。そこでの同一労働同
一賃金の実現に向けた議論の経緯
や法案の作成～成立について、本
書でつまびらかにしている。その
前史として、「パートタイム労働法」

「労働契約法」の制定・改正につい
ても詳しく迫り、同一労働同一賃
金に関する法的対応がどう展開さ
れてきたのか理解を深められる。
また、各改正法条文に関する疑問
や懸念がQ&Aで解説され、ポイン
トを押さえやすい。

「同一労働同一賃金」の
すべて 〈新版〉
水町勇一郎 著

有斐閣

何が合理的とされ、何が不合理とみ
なされるのか、この釈然としない線
引きを最新判例から紐解き、違法性
の有無を社会保険労務士が解説。

「均等・均衡待遇」に関して、具体的
な事例とともに法的解釈が示され
ており、雇用者から説明を求められ
たときにどう対応すべきかの拠り
所になるだろう。さらに、「今そこに
ある危機」として優先すべき短期
的対応と腰を据えて取り組むべき
中長期的対応について、法的課題を
提示しており、今後、同一労働同一
賃金を進めていく際の道しるべと
して手元に置いておきたい。

「同一労働同一賃金」
はやわかり
北岡大介 著

日経文庫

2018年問題、働き方改革と雇用
ルールの大転換が到来している
中、本書タイトルが表す通り、相当
のインパクトをもって導入されよ
うとしている同一労働同一賃金を
エコノミストの立場から考察。日
本の雇用・賃金慣行の成り立ちや
欧州との比較を踏まえ、同一労働
同一賃金を導入する上でのさまざ
まなハードルと可能性について論
じている。本誌インタビューでも
提言している日本と欧米の「ハイ
ブリッド型雇用」など、企業の労務
担当者はもちろん経営者が備える
べきマクロ的視点を養える1冊。

同一労働同一賃金の衝撃
「働き方改革」のカギを握る新ルール

山田久 著
日本経済新聞出版社

より「同一労働同一賃金」を知るための 4 冊BOOK
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企業を想い、人を想い、
最良のビジネスパートナーへ
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私 た ち が つ く る  
新 し い「 は た ら く 」の 形

求める人材と企業をつなぎ
「はたらく」を生み出す

［ 各分野に精通したサービス提供 ]
□ オフィスワーク
□ 研究開発・臨床開発
□ CAD・Des ign

□ 営業・販売
□ 金融

[  幅広い実績 ]

[  ご要望に合わせた業務形態 ]

確実な業務分析・設計と
柔軟な運用体制で業務を受託

企業　／　中央省庁・地方公共団体

アウトソーシング

オンサイト　／　オフサイト

人材派遣 紹介予定派遣 人材紹介


